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令 和 ７ 年 

 

赤平市議会第４回定例会会議録（第３日） 

 

                         １２月１２日（金曜日）午前１０時００分 開 議 

                                    午後 ２時０１分 閉 会 

 

 〇議事日程（第３号） 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 諸般の報告 

  日程第 ３ 一般質問 

        ６．木 村   恵 議員 

        ７．丸 山 勝 正 議員 

        ８．竹 村 恵 一 議員 

  日程第 ４ 議案第２１６号 赤平市特別職の 

        給与に関する条例の一部改正につ 

        いての委員長報告 

  日程第 ５ 議案第２１７号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        ての委員長報告 

  日程第 ６ 議案第２１８号 赤平市会計年度 

        任用職員の給与及び費用弁償に関 

        する条例の一部改正についての委 

        員長報告 

  日程第 ７ 議案第２１９号 赤平市コミュニ 

        ティセンター条例の一部改正につ 

        いての委員長報告 

  日程第 ８ 議案第２２０号 赤平市農業委員 

        定数条例の一部改正についての委 

        員長報告 

  日程第 ９ 議案第２２１号 赤平市市営住宅 

        条例の一部改正についての委員長 

        報告 

  日程第１０ 議案第２２２号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（福栄地区 

        集会所外２２施設）の委員長報告 

  日程第１１ 議案第２２３号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（赤平市保 

        養センター外３施設）の委員長報 

        告 

  日程第１２ 議案第２２４号 令和７年度赤平 

        市一般会計補正予算の委員長報告 

  日程第１３ 議案第２２５号 令和７年度赤平 

        市国民健康保険特別会計補正予算 

        の委員長報告 

  日程第１４ 議案第２２６号 令和７年度赤平 

        市後期高齢者医療特別会計補正予 

        算の委員長報告 

  日程第１５ 議案第２２７号 令和７年度赤平 

        市介護サービス事業特別会計補正 

        予算の委員長報告 

  日程第１６ 議案第２２８号 令和７年度赤平 

        市介護保険特別会計補正予算の委 

        員長報告 

  日程第１７ 議案第２２９号 令和７年度赤平 

        市水道事業会計補正予算の委員長 

        報告 

  日程第１８ 議案第２３０号 令和７年度赤平 

        市病院事業会計補正予算の委員長 

        報告 

  日程第１９ 議案第２３１号 令和７年度赤平 

        市下水道事業会計補正予算の委員 

        長報告 

  日程第２０ 意見書案第27号 ガソリン暫定税 

        率の廃止に伴う恒久的な代替財源 

        の確保を求める意見書 

  日程第２１ 意見書案第28号 脳脊髄液漏出症 

        患者の救済を求める意見書 

  日程第２２ 請願、陳情に関する閉会中審査の 
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        議決について 

  日程第２３ 閉会中継続審査の議決について 

 

 〇本日の会議に付した事件 

  日程第 １ 会議録署名議員の指名 

  日程第 ２ 諸般の報告 

  日程第 ３ 一般質問 

  日程第 ４ 議案第２１６号 赤平市特別職の 

        給与に関する条例の一部改正につ 

        いての委員長報告 

  日程第 ５ 議案第２１７号 赤平市職員の給 

        与に関する条例の一部改正につい 

        ての委員長報告 

  日程第 ６ 議案第２１８号 赤平市会計年度 

        任用職員の給与及び費用弁償に関 

        する条例の一部改正についての委 

        員長報告 

  日程第 ７ 議案第２１９号 赤平市コミュニ 

        ティセンター条例の一部改正につ 

        いての委員長報告 

  日程第 ８ 議案第２２０号 赤平市農業委員 

        定数条例の一部改正についての委 

        員長報告 

  日程第 ９ 議案第２２１号 赤平市市営住宅 

        条例の一部改正についての委員長 

        報告 

  日程第１０ 議案第２２２号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（福栄地区 

        集会所外２２施設）の委員長報告 

  日程第１１ 議案第２２３号 公の施設の指定 

        管理者の指定について（赤平市保 

        養センター外３施設）の委員長報 

        告 

  日程第１２ 議案第２２４号 令和７年度赤平 

        市一般会計補正予算の委員長報告 

  日程第１３ 議案第２２５号 令和７年度赤平 

        市国民健康保険特別会計補正予算 

        の委員長報告 

  日程第１４ 議案第２２６号 令和７年度赤平 

        市後期高齢者医療特別会計補正予 

        算の委員長報告 

  日程第１５ 議案第２２７号 令和７年度赤平 

        市介護サービス事業特別会計補正 

        予算の委員長報告 

  日程第１６ 議案第２２８号 令和７年度赤平 

        市介護保険特別会計補正予算の委 

        員長報告 

  日程第１７ 議案第２２９号 令和７年度赤平 

        市水道事業会計補正予算の委員長 

        報告 

  日程第１８ 議案第２３０号 令和７年度赤平 

        市病院事業会計補正予算の委員長 

        報告 

  日程第１９ 議案第２３１号 令和７年度赤平 

        市下水道事業会計補正予算の委員 

        長報告 

  日程第２０ 意見書案第27号 ガソリン暫定税 

        率の廃止に伴う恒久的な代替財源 

        の確保を求める意見書 

  日程第２１ 意見書案第28号 脳脊髄液漏出症 

        患者の救済を求める意見書 

  日程第２２ 請願、陳情に関する閉会中審査の 

        議決について 

  日程第２３ 閉会中継続審査の議決について 

 
 

順序 
 

議席 
番号 

 
氏   名 

 

 
件      名 

 

 ６  ５ 木村  恵 １．商業振興について 

２．行財政改革について 

３．協働のまちづくりに 

  ついて 

 ７  ４ 丸山 勝正 １．物価高騰対策につい 

  て 

２．駅前問題について 

３．安心して暮らせるま 

  ちづくりについて 
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順序 
 

議席 
番号 

 
氏   名 

 

 
件      名 

 

     ４．健康維持について 

 ８  ６ 竹村 恵一 １．住みやすいまちづく 

  りについて 

２．友好都市との交流に 

  ついて 

３．教育行政について 

 

 〇出席議員  ９名 

        １番  今 野   宙 君 

        ２番  安 藤   繁 君 

        ３番  渡 部 修 之 君 

        ４番  丸 山 勝 正 君 

        ５番  木 村   恵 君 

        ６番  竹 村 恵 一 君 

        ７番  北 市   勲 君 

        ８番  若 山 武 信 君 

        ９番  伊 藤 新 一 君 

 

 〇欠席議員  ０名 

 

 〇欠  員  １名 

          １０番 

 

 〇説 明 員 

  市      長  畠 山   渉 君 

  教育委員会教育長  高 橋 雅 明 君 

  監 査 委 員  目 黒 雅 晴 君 
 
  選挙管理委員会            
            大 川 佳 彦 君 
  委 員 長            
 

  農業委員会会長  吉 本 政 史 君 
                        

  副 市 長  永 川 郁 郎 君 

  総 務 課 長  櫻 庭 敏 夫 君 

  企 画 課 長  成 田 博 之 君 

  財 政 課 長  丸 山 貴 志 君 

  税 務 課 長  柳 町 隆 之 君 

  市 民 生 活 課 長  斎 藤 政 弘 君 

  社 会 福 祉 課 長  高 橋   脩 君 

  介護健康推進課長  千 葉   睦 君 

  商工労政観光課長  三 浦 友 嗣 君 

  農 政 課 長  安 原 敬 二 君 

  建 設 課 長  清 水   亘 君 

  上 下 水 道 課 長  平 田   亘 君 

  会 計 管 理 者  山 口 正 己 君 
 
  あかびら市立病院 
            杉 浦 圭 輔 君 
  事 務 長 
                        
 
  教 育 学校教育 
            伊 藤 彰 浩 君 
  委員会 課  長 
 
      社会教育 
   〃        伊 藤 茂 樹 君 
      課  長 
                        

  監 査 事 務 局 長  西 井 芳 准 君 
                        
 
  選挙管理委員会 
            櫻 庭 敏 夫 君 
  事 務 局 長 
                        
 
  農 業 委 員 会 
            安 原 敬 二 君 
  事 務 局 長 

 

 〇本会議事務従事者 

  議 会 事務局長  渡 邉 敏 一 君 
 
      総務議事 
   〃        千 葉 香 織 君 
      係  長 
 
      総  務 
   〃        笹 木 芳 恵 君 
      議 事 係 
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（午前１０時００分 開 議） 

〇議長（伊藤新一君） これより、本日の会議を開

きます。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第１ 会議録署名議員

の指名を行います。 

 会議録署名議員は、会議規則第85条の規定により、

議長において、７番北市議員、８番若山議員を指名

いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第２ 諸般の報告であ

ります。 

 事務局長より報告します。 

〇議会事務局長（渡邉敏一君） 報告いたします。 

 諸般報告第２号ですが、委員長から送付を受けた

事件は16件であります。 

 議員から送付を受けた事件は２件であります。 

 委員長から閉会中継続審査の申出のあった事件は

２件であります。 

 次に、本日の議事日程につきましては、第３号の

とおりであります。 

 次に、議員の出欠席の状況ですが、本日は全員出

席であります。 

 以上で報告を終わります。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第３ 昨日に引き続き

一般質問を行います。 

 順次発言を許します。 

 質問順序６、１、商業振興について、２、行財政

改革について、３、協働のまちづくりについて、議

席番号５番、木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 議席番号５番、無

所属クラブの木村です。それでは、早速質問に入ら

せていただきます。 

 件名の１、商業振興について、項目の１、後継者

問題等の対応について、要旨の１です。この問題は、

９月の第３回定例会でも取り上げましたが、９月以

降も廃業される事業者の方が後を絶たない状況だと

言わなければなりません。11月に議会報告会と意見

交換会を行いましたが、商店街がどんどんやめてい

く、５年後には後継者がいなくて店がなくなるので

はないか、若い経営者が商売できるような仕組みを

つくることが大切ではないか、こういった意見も聞

かれました。本当にこれ以上やめてしまう事業者さ

んが出てこないよう、取組を強めなければならない

と思います。厳しい状況が続いている中ですが、今

年１月の商店街実態調査の結果を基に情報収集、相

談窓口、マッチングの一環として北海道事業承継・

引継ぎ支援センターの協力の下、９月24日には第１

回目の事業承継個別相談会が実施をされました。そ

して、今月10日、２回目の相談会が行われていると

思います。これらの事業承継個別相談会、成果と今

後についての考えをお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 事業承継個別

相談会の成果と今後についてでございますが、９月

24日開催の個別相談会では３社が北海道事業承継・

引継ぎ支援センターとの相談を受けており、そのう

ち１社はその後２回の相談を受け、現在も相談を継

続している状況であります。また、第２回個別相談

会を今月10日に開催し、１社が相談を受けておりま

す。引き続き商工会議所と連携し、事業承継に係る

相談会を定期的に開催してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 それほど多くの参

加があったわけではないが、それでも相談があった

ことは一つの収穫だったのではないかなというふう

に思います。１回目から２回目の実施に当たり、参

加を促す工夫であるとか周知方法の拡充などはされ

ているのかお伺いしたいと思います。 

 この事業を定期的に開催されていくと今答弁あり

ましたけれども、そういうことであればアップデー

トも必要だと私は考えます。さらに言えば、この相

談会は何のためにやっているのかと。相談会を開催

することが目的ではなく、事業承継につなげること
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こそが真の目的だと言えると思うので、そうであれ

ばＫＰＩ、あるいは何件事業承継につなげるといっ

た目的とする数値目標、こういったものを掲げて取

り組むべきではないかと私は考えますが、これらに

ついての考えをお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 今後の周知方

法や目標の設定についてでございますが、現在２回

の事業承継個別相談会の開催に当たり商工会議所と

連携し、全ての事業者に持参や郵送によりチラシを

配布して周知しております。今後につきましても事

業承継を考えていない方も中にはおり、数値目標に

設定することは難しいところですが、事業承継を考

えている皆様には確実な周知がされるよう引き続き

取り組んでまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 特に工夫があった

わけではないのかなというふうに受け取れますが、

それでも今後については参加を促す工夫というのは

しっかりとやっていっていただきたいと思うのです

が、商工労政観光課の方と商工会議所の方等でしっ

かり連携をして行っているということは十分私も理

解をしているつもりなので、その点また協力してや

っていただければと思うのです。 

 そして、数値的な目標というのが出せない、出す

のが難しいということだったと思うのです。対象の

事業者、つまり分母が明確にならないと、やめると

いうふうになっている方もいらっしゃるのでという

ことかなと思うのですが、数値的な目標は出せない

と。そういう意味合いだと理解できなくもないので

すけれども、成果が出なければ、私やっぱり取り組

む意味がないのだと思うのです。努力は、当然認め

られます。今言ったように、協力して事業取り組ん

でいるという努力は認められるのですが、では事業

継続の判断といいますか、定期的に行うけれども、

これいつまでやろうかというようなことになった場

合に市議会としてもこの事業に対してどういうふう

な評価、判断をしていけばいいか分からないのでは

ないかと思うのです。いわゆる効果検証、事業継続

の判断、そういったところについて目標今出せない

ということでしたけれども、市長はこの事業をどの

ように考えて、そういった効果検証、事業継続の判

断どういうふうにやるべきだと考えているのかお伺

いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） この事業について事業承継個

別相談会の効果検証をどういうふうにやっていくの

かといったところでございますけれども、様々な行

政として行っている施策、また事務事業ございます

けれども、全般にわたって効果検証というのは必要

ではないのかなというふうに考えております。ただ

いま担当課長のほうから申し上げましたとおり、事

業の承継を望んでいない方も中にはいらっしゃると

いうこともございまして、議員ご指摘にありました

相談会を開催すればいいということではないという

ふうに思っております。ただ、件数的にそこをＫＰ

Ｉ等の設定をすべきかどうかというのは、果たして

どうなのかなというふうには思わなくはないです。

ただ、行う事業については、いろいろなところでＫ

ＰＩの設定とか、ＫＰＩといいますとキーパフォー

マンスインジケーターってなりますので、その事業

が目標に向かっていっているのかどうかという指標

になるかと思うのです。でも、ＫＰＩの設定がどう

いったものがいいのかというのは、なかなか難しい

ものもございますから、今ここで申し上げれる具体

的な効果検証というのはございませんけれども、こ

れからも検討していきたいというふうに考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 結局のところ今こ

こで効果検証について具体的な考えはないと、今後

検討していくということだったのですけれども、事

業継続の判断についてはそういったものが必ず必要

になると思うのです。なければ、やり続けるのかと、

事業承継を希望しない方ばかりになるまでやり続け

るのだろうかということになってしまうと思うので
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す。だから、そういうところもやっぱり考えながら

取り組んでいかなければいけない問題だと思うので

す。我々もこれ本当に判断の基準がないので、事業

承継につながっていってくれれば、それはうれしい

ことなのですが、しっかりとそういったところも考

えながら取り組まなければ、果たしてこれ本当に目

的に向かって取り組まれているのかどうかというこ

とも判断しようがないと我々も思うので、しっかり

とそういうところまで考えて取組を続けていただき

たいと、このように思います。 

 次の質問に移ります。要旨の２です。９月議会で

の答弁では、この相談会のほかに商業振興に有効な

施策や支援を検討していくということが述べられま

した。これから来年度予算編成始まる時期になると

思うのですが、来年度に向けてどのようなことを考

えているのか、近隣市町では、これ繰り返しになっ

ていますけれども、地域おこし協力隊の制度を活用

して飲食店の出店につなげている事例というのはた

くさんある、私はこういったことを申し上げてきて

おりまして、こういった制度の活用も検討すべきで

はないかと提案をしてまいりました。商業振興に有

効な施策や支援の検討、この進捗をお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 商業振興に有

効な施策や支援の検討の進捗状況についてでござい

ますが、２回の事業承継個別相談会を開催し、後継

者問題を抱える事業者がより具体的な相談を継続す

るためには相当な準備期間と事業の状況に応じた適

切で着実な取組が必要であると認識しております。

また、事業承継には、事業者の資産状況や価値の算

定、課題分析など専門的な情報が欠かせないもので

あります。今後議員ご提案のことも含め、研究して

まいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 相当な準備期間が

必要だということなのですが、時間がかかっている

間に事業を畳まれるというか、廃業される方が増え

ていっているのが現状です。このままいくと、先ほ

ど言っていた分母自体がなくなってしまうのではな

いかというふうにも考えられます。着実な取組、大

事だと私も思いますけれども、これ喫緊の課題に今

なってしまっているので、スピード感持って取り組

んでいただきたいというふうに思うのです。今取り

組まれているのは、この相談会ですので、その点に

ついての考えというのは分かるのですが、そのほか

のことについて私それほど難しいこと言っているつ

もりはないのですが、事業承継相談会だけでなく、

例えば空き店舗の承継であるとか、先ほど言ったよ

うに地域おこし協力隊の活用、これ先進事例もある

ことですから、来年度に向けて取り組めることでは

ないかなというふうに思うのです。住民懇談会でも

そういった意見が出されていたのではないかと記憶

をしております。赤平でお店や飲食店、事業をやっ

てみたいという人を呼び込むことも後継者問題等に

私は含まれていると、商業振興だというふうに思っ

ておりますので、そういったことを勘案して新年度

予算立てていただきたいなというふうに思っている

のです。 

 そこでなのですが、畠山市長、協力隊の制度の活

用については答弁では今研究もしていくと担当課の

ほうおっしゃったわけですが、基本これ所管が企画

課ということなので、そういう答弁になるのかと思

うのです。ただ、企画課は、９月に協力隊の活用は

早急に取り組むべき課題であると、今後はフリーミ

ッション型の導入も含め検討していくと答弁をされ

ております。検討していくということは、やはり畠

山市長もこの協力隊の制度を取り入れて商業振興で

あるとか、こういった後継者問題、空き店舗の承継、

新規起業、こういったことにつなげることについて

前向きに捉えているのでしょうか、考えをお伺いし

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 地域おこし協力隊の活用につ

いて検討していくという答弁だったということだっ

たと思います。そこで、市長の考えということなの

ですけれども、これまで過去にもご指摘あったかと
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いうふうに思いますけれども、なかなか協力隊の活

用ができていなかったという時期もあったというふ

うに思います。現在は、地域おこし協力隊の皆さん

方にも協力していただきながら進めているところな

のですけれども、今後に向けても議員ご指摘のとお

り積極的に活用を図ってまいりたいというふうに考

えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 積極的に活用を図

ってまいりたいという言葉をいただきました。予算

編成前ですし、これ今初めて言ったことではないの

で、指摘していることでも提案していることでもな

いので、来年度新年度予算に協力隊の活用で商業振

興につなげていくというものをぜひ盛り込んでいた

だきたい、このことを要望して次の質問に移ります。 

 要旨の３です。９月議会において事業を続けるに

も将来性がなければ続けようがないと、将来性とい

うのは赤平市が希望を持って事業を続けられるまち

だと思ってもらえることだと、そしてそれはほかな

らぬ市長のビジョンではないかということを私指摘

しました。畠山市長は、喫緊の課題、相次ぐ企業、

商店等の閉店の中、どういったメッセージを発信し

ていけるかということについて積極的に鋭意努力し

ていくと答弁をされました。事業を続けられる、ま

た事業を始められるまちと思ってもらえるよう希望

の持てるような将来像を示すことについて積極的に

鋭意努力されてどのように考えているのかお伺いし

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 事業の継続や開業に希望の持

てる将来像についてでございますが、当市は人口減

少や高齢化による担い手不足など厳しい現状、現実

に直面しているというふうに認識しております。今

後も事業を続けられる、そして新たな事業を始めら

れるまちと思ってもらうには、事業者や事業承継を

考えている後継者を後押しする支援が必要であると

いうふうに考えております。これまでも企業振興促

進事業や起業支援事業補助金、店舗整備魅力向上事

業助成金等で支援をしてまいりました。新年度では、

新たに事業承継支援補助金を創設し、後継者問題等

を抱える事業者を支援してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 これまでの施策、

さらに今新しい施策ですか、事業承継支援補助金と

いうものを創設するということが明らかになりまし

た。まず、この補助金、具体的にどういった内容な

のか、もしよろしければお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 事業承継支援

補助金の内容についてでございますが、事業承継に

は親族内承継、従業員、役員承継や第三者への譲渡

などといった承継方法がありますが、事業者の現状

を把握する必要があります。円滑な事業承継を支援

するため、課題分析、企業価値の算出、事業承継計

画の作成や仲介手数料などといった経費の一部を補

助するものであります。対象は中小企業者、補助金

の額は対象経費の３分の２以内で限度額50万円と考

えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 先ほどの時間がか

かる部分というか、大変な部分のことなのかなとい

うふうには理解できるのですが、新しく事業承継に

関してこういったものを取り組まれるということは

評価したいと思います。これも取り組むだけでは足

りなくて、利用されて事業承継につながって初めて

の成果と呼べるものだと私思いますので、その辺も

含めて今後しっかり見ていきたいと思います。新年

度予算ということになるでしょうから、しっかり見

ていきたいと思うのです。 

 そこで、市長にお伺いしたいのですが、９月に市

長のビジョンが大切で、事業を続けることとか、新

たに事業を始めたいと思ってもらうために市長はど

のようなメッセージを発信していけるかということ

に積極的に努力していくというふうにおっしゃった

のです。新しい事業は、評価したいなと思いますけ



 －80－ 

れども、そういうふうに９月に答弁してもらってか

らこの間なのですが、市内の個人商店というのがま

た１つ残念ながら閉店をされてしまったということ

もあるのです。私、決して直接原因があるというふ

うに言っているわけでありませんし、当然全ての責

任があるということを言っているわけでありませ

ん。経営者側の都合も当然あると、事業承継望まな

い方だったのだろうということあるのですけれど

も、現実としてはやっぱりまた１つ市民の買物場が

なくなったということなのです。市長、ちなみに市

内に今個人商店何軒あるかご存じでしょうか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今のところ私正確な数字は存

じ上げておりません。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 毎日買物行ったり、

近くになければ分からないのも仕方ないと思うので

すけれども、現状市内に個人商店と呼べる事業者２

軒しかなくなってしまったのです。今年の３月末に、

市長もお住まいですけれども、文京町で１軒閉店さ

れました。そして、つい最近、11月末に美園町で１

軒が閉店されたということです。私は、仕事柄そう

いったものはすぐ情報として入ってきますので、知

っています。市長が知らなかったことを非難するつ

もりはありませんが、やっぱり今こういうことに取

り組んでいるわけですから、そういったところにも

目を配っていただければ真剣に取り組まれているの

だなというふうに見えるかとも思うので、今後はそ

ういったところもしっかり見ていっていただきたい

と思うわけですが、いずれにしても地域住民は買物

にさらに困る状況になるということなのです。行政

機関も地元で様々な物品調達をされていると思うの

ですけれども、その調達先も市内で賄うことが現状

もう難しくなってきているというふうに思うので

す。何とかやっぱり後継者を見つけて、私はそうい

った商店も続けていただきたかったなというふうに

思うわけですが、いち早く事業が継続していけると

希望が持てるビジョンやっぱり示す必要あるのでは

ないかと思うのです。新しい補助金に取り組む以外

に市長は何かお考えはないのかお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） これのほかに新しい事業を考

えているのかどうかということでしたけれども、具

体的に今ここで申し上げれるような施策については

ございません。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 そういうところか

なと。積極的に鋭意努力していく、９月におっしゃ

って３か月、お店が閉店をしていく中で具体的に持

っていないと。拙速にそういったビジョンをつくっ

てほしいというふうには私も思いませんけれども、

事業者の声を聞いて何とかそういうふうに希望が持

てるようなものを考えていきたいとか、そういう考

えがあるのかなと思ったのですが、具体的にないの

で、述べられないという答弁にやはりなってしまう

のです。私は、本当に事業者さんたち諦めてしまう

前に何とかしていかなければならなくて、当然中に

は事業者、経営者側の責任だと、経営努力が足りな

いと、結局そういうところでやめてしまうというふ

うに言う方もいらっしゃいます。ただ、私困ったと

ころに手を差し伸べる行政がそういったことは当然

言えないのではないかというふうに思うのです。我

々もやれることを何とかして支援をしていきたい、

そういうメッセージだけでもまず発信をしていくと

か、そういう姿勢が利用されていたけれども、利用

できなくなって困ったという方にも、当然これから

事業をどうしようかと考えている方にも伝わるので

はないかというふうに思うのです。感情論といえば

感情論なので、こればかりは気持ちがなければ言え

ないのだろうと思いますし、仕方ないところですけ

れども、私はぜひ畠山市長にはそういう姿勢で発言

もしていただきたいし、メッセージも伝えていただ

きたいし、ビジョンも示していただきたいなという

ふうに思っておりますので、今後そういったことに

も気を配っていただければなというふうに思いま

す。 
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 次の質問に移ります。項目の２です。駅前再開発

について、要旨の１です。商工会議所から緊急要望

書が出されたのが７月、９月議会で複数議員からこ

の件に関して質問がありました。行政内部で検討を

７月中に２回行い、駅前の空き店舗を取得した企業

と打合せを８月に行ったということが明らかになり

ました。その後も商工会議所や商店街振興対策協議

会などと持続可能な地域の取組を進めていくという

ことだったと思うのです。私は、商工会議所も行政

も目指すところは同じで、赤平の将来のために事業

者や市民が諦めてしまわないようによい関係で取り

組んでいただきたいということを要望しました。さ

きの議会報告会と意見交換会でもこの話題は複数名

の市民の方々から意見、要望があったところですが、

中には協議体をつくると言っていたのだが、なかな

か進んでいないのではないかといった声もありまし

た。市民の方から見ても取組が遅いと思われている

ということになるのではないかと思います。まちの

将来を見据えて持続可能な地域経済の再生に向けて

関係団体との協議、検討が今まさに進められている

と思いますので、進捗状況お伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） ９月の第３回定例会に

おいてご説明申し上げました駅前再開発に関する取

組についてでございますが、まず９月30日には市の

関係課長による会議が開催されまして今後の方向性

について検討を行いました。さらに、10月２日には

市の関係課長と商工会議所との間で駅前対策打合せ

会議が開催され、短期的な視点として元銀行やパチ

ンコ店などの空き店舗対策、長期的な視点として駅

前再開発の方向性について協議がなされました。こ

の協議の中では、駅前が本市における最も立地条件

のよい商業拠点であることから、商業店舗の誘致が

望ましいとの意見が出されております。また、行政

や商工会議所のみならず、商業者や関係団体を含め

た協議体を構築するとのご意見もいただいておりま

す。今後も地域の皆様と連携を図りながら、持続可

能な駅前商業エリアの対策に取り組んでまいりたい

と考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 全く進んではいな

いということが今の答弁で分かりました。幅広い構

成での協議体、意見として出ていたということです

ので、つくるって決定事項ではなかったのだなとい

うのは今はっきりとしたのかなと思います。 

 そこで、私はこの課題喫緊の課題だというふうに

考えておりまして、意見交換会でもそういう話をさ

せてもらったのですが、この１年である程度形にし

ていく必要があると思っているのです。理由として

は、この状況続けば続くほどやはり赤平市のイメー

ジというのも悪くなり、どんどん活力が失われてい

くと。持続可能な商業エリアと言われておりますけ

れども、時間がたてばたつほど持続不可能になって

しまうのではないかということなのです。それくら

い急がなければいけない問題だと思っております。

地域の皆様と連携を図りながらということをおっし

ゃられているのですが、この際会議所、行政、商店

街、今利用されている市民の方々、場合によっては

市議会も含めてですが、ワーキンググループ等をつ

くり、まずはこういったことが実現可能か不可能か

という、ハードルを一旦なくしてそういったところ

から議論を始めてみてはと思うのです。来年度当初

からこういったことをすぐ取りかかれるように今か

ら検討してみてはどうかと思いますが、考えをお伺

いします。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 早期に議論を開始し、

来年度から取りかかれるよう検討することについて

でございますが、地域の皆様と連携しながらこの課

題に取り組むことの重要性につきましては私どもも

強く認識しております。特に赤平市の商業エリアの

持続の可能性については、喫緊の課題であるとのご

指摘、まさにそのとおりだと受け止めております。

議員のご提案には、ワーキンググループ設置という

お話がありましたが、名称は別として、まずは協議

体の構成を商業者の意向も踏まえまして商工会議所
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と検討を進め、来年度の早い段階から具体的な取組

に着手できるよう準備してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 商業者の意向も大

変大事なところもしっかり言っていただいたと思う

ので、すごく前向きな印象を受けたので、ぜひしっ

かりと取り組んでいただきたいというふうに思いま

す。 

 そこで、最も立地条件のよい商業拠点だから、商

業店舗の誘致が望ましいという意見も先ほど出たと

いうことを言われていたのですけれども、こういっ

たものを誘致すると考えた場合、物件や土地を準備

した上での誘致となるのかなというふうに私は思う

のです。例えば駅前の今回の空き店舗等がそういっ

たところの対象になるだろうというふうに考えられ

るわけです。誘致はするけれども、土地、建物につ

いてはそれぞれの所有者と交渉してくださいとは当

然ならないと私思うわけです。そこで、市長の考え

をお伺いしたいのですが、こういったことについて

先日新聞報道で美唄市の市長が現在休業中のホテル

を取得する考えを明らかにしたという報道がありま

した。無償譲渡に向けた協議と必要な手続の確認を

進めているという報道内容だったのです。ふだんか

ら当然首長同士ですので、顔を合わせる機会も多く、

新聞報道等見なくても既にご存じだったかもしれま

せんけれども、この点について市長は、この報道で

も話でもいいのですが、この件を知って市長はどの

ように感じられたのかお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今ご質問にあったのは、新聞

報道によります美唄市でのたしかホテルスエヒロの

件でないのかなというふうに思っておりますけれど

も、市のほうでの取得というような中身だったとい

うふうに思います。報道の中身以上については、な

かなか掌握するということは難しい部分もあります

し、またお話の中で聞き及んでいるところも、いろ

いろなお話いたしますので、あれですけれども、こ

の場でその中身については報道以上のことは差し控

えさせていただきたいというふうに思いますけれど

も、この件についてどういうふうに思うのかという

のは美唄市の取得についてどう思うのかと、取得を

行ったという報道を見てどう思ったのかという意味

だったというふうに思います。それぞれのまちで取

得に至った経緯というものは、いろいろなものがあ

るかというふうに思います。取得をして、その後ど

ういう活用をして、そこにどういう誘致を行うのか

と。商業施設であったりとか、また違う宿泊施設の

場合もあろうかというふうに思いますけれども、赤

平市としてどうかというのは今ここで具体的に申し

上げれることはございませんけれども、様々な角度

から考えてまいりたいというふうに思っておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 美唄市でどうだっ

たかということは、当然私も聞いていないです、美

唄市のことなので。ただ、美唄市でこういうことが

あって、赤平市でも同じような今ケースになってい

て、赤平市としてどうすべきかなということをどう

感じたかというところだったのですけれども、今の

答弁だと具体的な考えも今はないということなので

すが、ほかの自治体はほかの自治体で当然条件も違

ったり、大きな財源かかってくることなので、これ

まででいえば慎重に進める必要があるというような

ことを市長は考えていらっしゃるのかなというふう

に思うのですけれども、ほかの自治体はほかの自治

体だと、こういったことで我が事と捉えないでいて

果たして本当に市民に住んでいてよかったと、赤平

にって思ってもらえるのかなというふうに思うので

す。私、市民があの新聞報道見れば、美唄では駅前

が今度こういうふうに開発されていくのだなという

ことを思うわけです。そして、赤平は同じような今

ケースがあるけれども、何かこういう動きが見えな

いなというふうに感じるのではないかと思うので

す、普通市民がこういうのを見たら。なので、赤平

も早くこういうことあったらいいな、明るい話題が
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あったらいいなって思うのではないかと思うので

す。ただ、市長は、市民がどういうふうに思うだろ

うかって、この報道見てということを恐らく考えら

れていなかったのだろうと思うのです、今答えられ

ないというのは。私は、その感じた思いをというふ

うに言ったのですけれども、その辺は仕方ないと思

うのです。私だとしたら、例えば赤平も急いで調査

しなければならぬと、必要な手続とかあるかもしれ

ないと、お金のかからない部分でまずはちょっと調

べてみようかとか、所有者の意向を確認して、市の

状況も大変なのだということも説明して、無償譲渡

してもらえないかなどと、そういうことをまずは考

えないのかなと思ったのです。ただ、今具体的には

何もないということなのです。住民懇談会、行政が

行ったものありますけれども、商業振興であるとか

駅前再開発について将来的に不安だからやらないで

ほしいという声がたくさん出たりしたのかと、一つ

もなかったのではないかと私思うのですけれども、

我々市議会側でこれについて将来が不安だから反対

だという声が一人でも出たのでしょうかと。私これ

ほぼ全ての市民の方々ができれば何とかしてほしい

というふうに考えている事案ではないかと思うので

す。なので、ここで市長が積極的な姿勢見せなくて

一体いつ見せるのかというふうに私は思うのです。

将来的な財政不安、確かにあると思いますが、それ

を解消するためにやらなければならないことという

のがあります。例えば国や道に掛け合い、有利な財

源持ってくるとか、そういったことも必要でしょう。

さっき言ったように、何とかお願いして無償でもら

えないかとか、安く貸してもらえないかとか、そう

いう交渉も必要でしょう。そういったことを積極的

にやらなければいけないのではないかなと私思うの

ですが、市長、この点についてどのようなお考えお

持ちですか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 美唄のように積極的な取得に

向けた報道だったというふうに思いますけれども、

市民の皆様方があれを見ていろいろな感情、考えを

持たれたのかなというふうには考えております。ま

さに赤平の状況といいますか、事例といいますか、

似ているような事案だったのかなというふうには思

っております。そこで、積極的に国への有利な財源

掛け合うとか、安く貸してもらえるとかというよう

な積極的なことは考えていないのかというご質問だ

ったと思うのですけれども、市民の中には、確かに

住民懇談会の中では具体的なものというのは、やめ

たほうがいいとか、積極的にもっと活用に向けて動

いたほうがいいとかという明確なものというのはな

かなか言いづらい部分もあるのかなというふうには

思っております。中には、これまた住民懇談会では

ないところですけれども、積極的ではない方もいら

っしゃいますし、積極的な方もいらっしゃったと。

何人かからお話は伺ったところであります。そこで、

市長としてどうかというふうになりますと、例えば

市のほうで取得に向けてというふうになりますと、

また公共施設が増えていくということにもつながっ

てまいります。当然公共施設として無償譲渡になる

のか、幾らかの取得の費用がかかるのかということ

もございますけれども、取得をするということはそ

の後当然責任を持って管理しなければいけないとい

うこともあります。取得をするということは、目的

を持っていますので、管理もそうですけれども、活

用もしていかなければならない、そういうときには

また新たな費用負担の予算もつけなければいけなく

なる、この今の赤平市の公共施設、また遊休公共施

設もたくさん抱えている中で、積極的なというのは

確かに聞こえ方としては、駅前のあの立地条件のい

い場所でもございますから、そこは十分承知してい

るところなのですけれども、果たしてそこで市が取

得をして積極的な活用というふうになるのかどうな

のかというのは慎重に考えていかなければならない

ものというふうに思っております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 果たしてどうなの

かという後の部分が恐らく市長の一番言いたいとこ

ろだろうなというふうに私いつも思っているので
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す。慎重にやっていく必要があるという考えなのだ

と思います。似たような事例であってもそういうこ

とだと。住民懇談会ではなかったけれども、例えば

一部の方からそういうふうに言われているのだとい

う内容だったと思うのですが、一部の否定的な声、

公の場ではないところでの声を気にしてこれは積極

的には進められないと、財源的な問題があるからこ

れは積極的には進められないとできない理由をまず

述べられるわけですが、これではやっぱりちょっと

希望が持てないなということにつながってくるので

はないかと私思うのです。先ほどこれから幅広い構

成でみんなで考えていきましょうって言っていたの

です。それがスタート地点で市長がこういう姿勢で

あれば、私はいい意見出したくても出せないと。例

えばいい意見というか、こんなことやったらどうだ

という意見が出てこないのではないかと思うので

す。なので、私はかっちりと具体的にこうというこ

とを言っていただかなくてもいいけれども、何とか

いろんな意見をいただいてみんなで知恵を出し合っ

ていい駅前にしていきましょうということをまず発

信すべきだと思うのです。全てが否定から始まる、

やれない理由から始まるのでは、今後協議体つくっ

ても、果たしてそれがいい方向にいくのかどうかと

私は疑問があります。市長のお考えですので、慎重

に進めるとおっしゃるので、そういう方向で協議体

でも話をされていくのだろうなということは思いま

すが、ぜひ皆さんの意見を、いろんな意見が出ない

ような方向ではなくて、いろんな意見が出てみんな

でつくり上げるというような協議をしていっていた

だきたいということだけは要望したいというふうに

思います。 

 次の質問に移ります。件名の２、行財政改革につ

いて、項目の１、機構の見直しについて、要旨の１

です。これまで機構改革について度々一般質問でも

取り上げてきておりますけれども、率直な感想とし

ては進んでいないという言葉以外には見当たらない

ところです。2023年12月議会では、市政２期目にお

ける重要な施策の一つとなっていることから、慎重

かつ速やかに検討を進めていくと答弁されていま

す。2024年12月、２年かかっているが、ほかのまち

ではもっとかかっている、遅れているというより懸

命に努力している段階と認識していると答弁。2025

年９月議会、課の統廃合は可能ではあると考えてい

るが、組織の再編は大きな変化を伴う取組であり、

中長期的な視点で見極め、必要に応じて段階的な見

直しも進めていきたいなどと答弁をされています。

私、答弁だけ見れば、まさに進んでいないというか、

後退しているようにさえ感じるのですが、機構改革

ですので、スタート地点の組織そのままですから、

当然物理的には後退はしていないのですけれども、

熱量といいますか、公約実現に向けた畠山市長の信

念みたいなところのトーンが下がってきているよう

に感じているということなのです。９月の時点で課

題の洗い出しやヒアリングを行っているということ

でしたけれども、その後の行財政改革推進室におけ

る検討の進捗状況をお伺いしたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 副市長。 

〇副市長（永川郁郎君） 行財政改革の一環である

機構の見直しの進捗状況についてでございますけれ

ども、現時点におきまして具体案をお示しできる状

況には至っておりませんが、引き続き現状分析や課

題の洗い出し等を行っております。これらの課題に

全庁横断的に対応していくため、職員一人一人が当

事者として参加できる仕組みを構築をし、中長期的

な視点で赤平市にふさわしい機構とは何かを見極め

てまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 昨日の答弁とほぼ

同じ内容なのかなと。私、言葉が全部正しいのか分

かりませんけれども、同様の内容ではないかという

ふうには感じるのです。昨日も畠山市長の答弁の中

で、今具体的な組織案示せるものがないとありまし

たけれども、議員から見ると具体的な組織案も見え

ず、進んでいないと見えるのではないか、十分に説

明ができていなかったというようなことを述べられ

たかと思うのです。そんなような内容のことをおっ
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しゃっていたと思うので、私感じたのですが、議員

から見てだけ進んでいないのかということなので

す。現実として進んでいないわけです。我々の見方

が悪いわけではなくて、議員から見て進んでいない

と見えるのではなくて、実際進んでいないのです、

現実として。ほかのまちでも時間がかかっているも

のだと昨日は言いたくないというようなことおっし

ゃっていましたが、先ほど言ったように前にはそう

おっしゃっているのです。だから、時間かかるもの

だということを言いたいのだろうけれども、９月に

ははっきり述べられていたのです。私、正直これは

言い訳だと思うのです、進んでいない言い訳。進ま

ない原因に、これももう一つ、過去、昨日はなかっ

たか、総論賛成、各論反対というようなことを言わ

れていると思うのです。今の答弁にもあったように、

職員一人一人が当事者意識を持ってというところに

つながるのかなと思うのですが、職員も機構改革の

必要性を理解しているというのが総論賛成、各課の

統廃合であるとか人員配置、業務の再設計、そうい

ったものが職員の合意が得られないということがい

わゆる各論反対、こういうことを言っているのか、

市長に確認したいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 機構改革の中での総論賛成、

各論反対という部分、私具体的にその言葉ちょっと

思いつかず、過去には言っておりました、総論賛成、

各論反対ということ。先日申し上げましたのは、行

政改革、機構改革も含めてですけれども、全体的に

は行政改革については必要だというふうに私をはじ

め、職員もそのように考えているというふうに思っ

ております。そして、各論反対というふうになりま

すと、例えば機構です。今まさにお話にありました

機構の見直しというところで、そこに所属する職員

もおります。個別具体的な課の例えば統廃合である

とか、そういったことを考えていくとなりますと、

個別各論の議論になりますと激しい意見の対立が発

生するのは議員もご承知だと思うのですけれども、

そういうものなのです。ただ、そこでその議論も大

切ですし、総論では一致している意見ですので、そ

こをどういうふうに進めていったらいいのかと。そ

れは、やはり職員自らが考えていって行政改革、機

構改革も含めて職員が自ら感じて、そして自らが動

いていって、どういったものがふさわしい機構にな

るのかといったふうに進めていってもらえればなと

いうふうに考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 とにかく今のやり

方で進めようとすれば、時間がかかるのは私当たり

前だと思うのです、実際なかなか合意が得られない

ということおっしゃるので。ちなみにですけれども、

市長は昨日任期中にできるか明言できないが、鋭意

努力するというようなことを述べられたと私思うの

ですけれども、確認しますが、任期中に機構改革で

きないという可能性あるということを認めたという

ことでよろしいでしょうか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 任期中に、公約でもございま

すので、機構改革を含めた行財政改革に取り組んで

まいりたいというふうに考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 取り組まれる姿勢

は、理解しております。確認ですけれども、明言で

きないとおっしゃったので、任期中にできない可能

性もあるということを考えてのご発言だったのかお

伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） まだこれから残すところ任期

１年ちょっとございますけれども、その中で可能性

について言えば、様々な可能性が想定されるわけで、

ここで可能性の話になりますとまたちょっと、その

定義とかもございますので、何ともそこでは申し上

げられませんけれども、公約として掲げている以上、

努力してまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 こういう議論にな

りますので、いいですけれども、任期中にできるか
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明言できないということははっきりおっしゃったわ

けです。私は、やはりそういうこともあるよと言っ

たというふうに受け取るし、普通これ聞いたらみん

な受け取ると思うのですが、もう一つですが、まさ

かと思いますけれども、これ公約に掲げられたとき

からこうなることもあり得るということを考えられ

ていたのかどうかお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 公約を掲げたときにできない

かもしれないということを想定していたのかどうか

ということだと思いますけれども、公約ですので、

想定していたかどうかといえば、そういうことを想

定して公約は当然しませんので、努力していくとい

う、任期の間に取り組んでいくものというふうに考

えておりますので、できないことを想定しながら公

約というのはなかなかできないのではないのかな

と、するものでもないのかなというふうに思ってお

ります。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 私も当たり前のこ

とでちょっとおかしなことを聞いているので、今ち

ょっと笑って答弁されていますし、私も笑いました

けれども、これすごく真面目な話を今しているわけ

で、絶対とは言い切れないものを当然公約に掲げる

わけはないのです。掲げれば、理解に苦しみます。

これ市民との約束で、こういったことも含めて市長

の公約を信じて市民は市長になってほしいと投票に

行かれるわけです。こういったことだと信頼を裏切

る行為だと思いますので、当然公約に掲げたときか

らできないかもなど、もしかしたら難しい問題だと

いうことは感じていたのかもしれませんが、それは

当然だろうと思うのです。では、取り組んでみて、

これは公約に掲げてみたけれども、やはり難しい問

題だというふうに今認識されているということだと

思うのです。これ二択なので、それしか考えがいか

ないのだろうと思うのですが、そこでなのですが、

やはり私先ほど言ったように当たり前だと思うので

す、進まないの。市長の公約なのです。行財政改革

推進室を設置しても各課からヒアリングをしても市

の職員というのは日々の業務で大変お忙しいと。さ

っき職員自らがとおっしゃっていましたけれども、

市長の公約を果たすために今の職場環境を自ら変え

ようと実際職員が考えられるのかどうかと。だから

こそ市長自らが率先して構想を打ち出して、それに

向けて進めてほしいと、みんなこれに向けて議論を

してほしいと言わないと私は進むわけがないと思う

のです。 

 そこで、次の質問なのですが、要旨の２なのです。

これまで私も子ども・子育てに関する部署の一元化

であるとか、高齢者対策に関する窓口の一元化、賦

課徴収に関する部署の再編とかできるところから進

めたらどうかといろいろ提案してきましたが、これ

までの議論を見てきてもどうもそういった機構がど

ういったものになるのかが想像つかないです。畠山

市長の言う組織の再編は、単に機構図の書換えでは

ないのだと、単に統廃合や削減を目的とするもので

はないのだということは理解できるのですけれど

も、具体的にどこを変えたいとか、どういったとこ

ろから始めたい、段階的に始めるということも考え

るとおっしゃっていたのですけれども、そういった

考えがなければ同じところで議論が進まないのでは

ないかと、現状のところで進まないと私は考えるの

です。改めて畠山市長の考える行財政需要の多様化、

複雑化に対応するための機構の見直しってどういう

ものなのかお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 行政需要の多様化、複雑化に

対応するための機構の見直しについてでございます

が、本市におきましても人口減少と少子高齢化が進

行し、加えて地方交付税の減額も予想される中で持

続可能な行政運営を確保するためには限られた人員

と財源を有効に活用する体制づくり、すなわち組織

機構の見直しを含む行財政改革が極めて重要な課題

であると認識しております。行政需要の多様化、複

雑化への対応という観点から見ますと、課の統廃合

や業務の再構築につきましては業務の類似性や連携
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可能性、さらには市民サービスの維持向上といった

観点からも検討の余地があるものと考えておりま

す。 

 一方で、組織の再編というのは、単に機構図を書

き換えることではなく、それぞれの課が持つ業務の

積み重ねや職員の専門性、市民からの信頼の在り方

など目に見えにくい機能にまで影響する大きな変化

を伴う取組であります。また、行政改革は、往々に

して必要性は理解しているが、自分たちの業務が対

象となると不安や反発が生じやすいというジレンマ

を抱えております。これは、本市に限らず、多くの

自治体が直面している課題でもあります。 

 したがいまして、単に統合や削減を目的とするの

ではなく、職員がなぜ今変わらなければならないの

かを理解し、当事者として改革に参画できるような

丁寧な対話と設計が不可欠であります。今後におき

ましても将来の人口推計や業務量の変化、人員構成

等を見据えながら、より中長期的な視点で本市にふ

さわしい組織体制とは何かを見極め、行政需要の多

様化、複雑化にも的確に対応できるよう必要に応じ

て段階的な見直しを進めてまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 私の聞き方が悪か

ったのだなというふうに今思ったのですが、今まで

の答弁で聞いたことのある内容なのですけれども、

以前市長、腹案はあるが、議会の場で答えるべきで

はないと、行財政改革推進室の中で検討させてもら

うというようなこと答弁されているのです。覚えて

いらっしゃるかどうか。例えばその腹案というのは、

私が先ほど述べたようなこういったところの統合で

あるとか再編というところ、そういった腹案があっ

て、そういうことを推進室の中で検討するように市

長が意見を出したりしているのかお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） ただいまの腹案について、私

が腹案、確かに考えていることは、それは様々なこ

と考えていますので、ないわけではないのです。た

だ、それを果たして発言するのがどうかというのも

思いまして、今そこで行政改革推進室の中で市長の

意見は腹案も含めて発言したことはあるのかという

ことだったと思うのですけれども、実は行財政改革

推進室の議論の中で私が発言をするという機会はこ

れまでもなかったということは事実でございますの

で、報告させていただきます。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 恐らくですが、過

去の会議録見ても腹案はあるが、この議会の場で一

般質問の場で答えるべきではないと、行財政改革推

進室の中で検討させてもらうと答弁されていたの

で、そういったところで検討するに当たり当然市長

の腹案が出されていると思ったので、市長が参加し

ていなくてもその場で発言する立場ではなくても構

わないのですけれども、その腹案というものが推進

室の中で検討されている、具体的な先ほど言ったよ

うな統廃合について腹案が推進室に提示されて推進

室で検討されているということなのですよね、では。

もう一回聞きます。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 私の腹案が、私が参加してい

ないというのは先ほど申し上げたとおりなのですけ

れども、今その私の考えについて行財政改革推進室

の中で議論をしているのかどうかということだった

というふうに思います。腹案もいろいろな案につい

ても日常からいろいろな意見等も話しする機会もご

ざいますけれども、行財政改革推進室の中で私の腹

案が検討されたというふうには思っておりません

し、その腹案について当然想定されるものでもござ

いますから、私の腹案なのかどうかっていいますと、

またちょっと違うニュアンスもあるかもしれませ

ん。でも、考えていることは、行財政改革の中の機

構改革の部分だけでいきますと、同じようなことを

議論しているというふうに思っております。ただ、

具体的にどこまでいっているのかというのは、詳細

まではちょっと掌握しておりませんけれども、議論

は進められているというふうに思っておりますし、
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それがやがては、今どこまで進んでいるのかという

のはちょっとあれですけれども、各所管、全ての課、

係になりますけれども、その中でも議論が行われて

いるのではないのかなというふうに考えておりま

す。繰り返しになりますけれども、行財政改革推進

室の中で私の腹案が出されて、それについて議論を

したのかということはないというふうに思っており

ます。ただ、思いは伝わっているのかもしれません

けれども、そういったような状況ですけれども、も

し違っていたら再度お聞きいただければと思いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 腹案あるけれども、

この場で答えるべきではないというのは、２期目就

任されて２回目の定例会、2023年９月だったのです。

このときからほとんど答弁内容変わっていないで

す。実際難しい問題だと、ほかの自治体も時間かか

っている、拙速に統合するものではないなどなど進

んでいないことを肯定するような答弁が増えている

わけです。こども家庭庁が発足したのは2023年４月、

２年と８か月余り、悉皆調査ではないですが、内閣

府の調査結果も出ており、全国的に子ども・子育て

の部署一元化取り組まれているところはあります。

もっとこの前から取り組まれている先進的な自治体

もあります。これらの自治体というのは、果たして

拙速に統合しているのかどうなのか、できるところ

はできるということだと私は思うのです。できない

理由、先ほども言いましたけれども、私これ進め方

にあると言うほかないと思います。行財政改革推進

室や職員の皆さんが市長の意を酌んでくれないと思

っているように私は受け取れるのです。言い方変え

ればですけれども、職員が意を酌んで取り組んでく

れないから進まないと市長は思っているのではない

かと私は思うのですが、結局そういう考えでしょう

か、お伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 趣旨のほう確認させていただ

きたいのですけれども、よろしいですか。 

〇議長（伊藤新一君） ただいま木村議員の質問に

対して趣旨確認をしたいということですので、許可

いたします。趣旨確認をどうぞ。 

〇市長（畠山渉君） 私の考えを職員が分かってい

ないのではないのかと、そのまま進んでいっている

のではないのかというふうに聞こえたのですけれど

も、そうではなくて、もう一度簡潔にお願いできま

すでしょうか。時間ない中で大変申し訳ないですけ

れども。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 質問が長かったの

か、最後のところだけなのです。もう一度言います。 

 私は、進め方に問題があるというふうに思ってい

ると。行財政改革推進室の皆さん、あるいはヒアリ

ング等々をされている職員の皆さんが市長の意を酌

んでくれていない、つまりは進まない理由は市長が

機構改革をしたいと言っているのだけれども、職員

の皆さんが自分事として捉えてくれていないので、

進まないと思っているのではないかということを聞

いております。市長の考えを聞いております。よろ

しいでしょうか。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 進め方に問題があるのではな

いのかと、行財政推進室のメンバー、また職員が市

長の意を酌んでくれていないと、私は機構改革も含

めた行財政改革を推進したいというふうには言って

いるけれども、職員はそれを自分事として捉えてい

ないのでないのかと私が思っているのではないかと

いうことですよね。私は、そのようには思っており

ませんで、職員は当然行財政改革を進めていかなけ

ればならないというふうに思っているというふうに

感じております。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 総論のところ言っ

ていなくて各論のところで言っているのですけれど

も、もう同じことになるのでやめます。 

 市長の公約ですから、これ責任は市長にあると思
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うのです、当たり前のこと私言っていますけれども。

この機構改革は、市民の方々から見たら直接自分た

ちの生活に影響がないように見えるかもしれません

ので、関心は低いかもしれませんけれども、全ての

行政サービスの根幹に関わることであり、当然将来

的な財政問題も深く関わってくる重要な問題だと私

も考えております。だからこそ市長も公約に掲げた

のではないかと思うのです。一方的に私のほうから

このように改革するのだということだけではなく

て、担当のところとも十分に話合いをしていただい

て進めていくものだ、2023年９月、答弁されていま

すけれども、今と何が違うのかと。何も進んでいな

いように見えるのではなくて、やっぱり進んでいな

いのです。このやり方では進まない、市長の責任、

市長の判断で職員の理解を得る努力をしていただき

たいと私は思うのです。ほかならぬ市長の判断、公

約だから進めようと職員に思ってもらえるようにな

らなければならないのではないかと思うわけです。

職員の意識が変わるのを今だと待っている状態なの

です。職員の意識が変わるのを待つのではなくて、

市長の意識を変えて進めていただきたいと、このよ

うに思います。 

 最後の質問に入ります。件名の３です。協働のま

ちづくりについて、項目の１、情報公開と住民合意

形成について、要旨の１です。畠山市長は、情報公

開の徹底、とことんまでの対話、納得しての実践で

政策決定までのプロセス、協働のまちづくりを大切

にすることを公約としています。２期目の所信表明

で強調されている住民合意形成、これに大きく関わ

ってくる部分だと思うので、情報公開の徹底とは一

体どういう基準で考え、実践されてきたのか、とこ

とんまでの対話とは誰を対象としているのか、納得

しての実践とは誰が納得しているのか、２期目のこ

の３年間どのように取り組まれたのかお伺いしま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 公約の具体的な取組状況につ

いてでございますが、まず私が申し上げている情報

公開の徹底とは、行政が持つ情報は市民共有の財産

であり、その公開こそが民主的な自治を支えるとい

う考えに基づくものであります。ただし、行政が扱

う全ての事務事業を公開すべきということではござ

いません。特に市民の間に分断が生じる事業につい

ては、できる限り情報を事前に公開し、市民の視点

で吟味したほうが望ましいと考えております。 

 次に、とことんまでの対話でございますが、市民

の納得の到達点を最大限追求する姿勢であります。

基本的に対象を特定するものではなく、その事業に

よって影響を受ける人々と考えております。 

 次に、納得しての実践ですが、可能な限り市民の

理解と納得を得た上で事業を実行することという意

味でございます。これも同じく基本的に対象を特定

するものではなく、その事業によって影響を受ける

人々と考えております。 

 ２期目のこの３年間の取組についてでございます

が、炭鉱遺産の今後の取組についてが挙げられると

思います。令和６年７月号広報あかびらにて炭鉱遺

産施設の保存、継承、活用のための事業費について

示させていただきました。そして、説明会を市内７

会場で行い、市民皆様のご意見をいただき、また市

議会での議論も経た後、結論を出させていただいた

ところであります。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 炭鉱遺産の今後を

挙げられました。例えば９月議会、令和６年度決算

審査特別委員会ですけれども、私取り上げました住

友共同浴場、これについてこれだけの赤字を出して

いながら入浴料の値上げもせず、事業継続判断をす

ると、これ情報公開と市民の納得の観点から同様に

私は取り組まなければならないのではないかと考え

ますが、この点についての市長の考えをお伺いしま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今ご質問にあったのは、住友

地区共同浴場の関係だったと思います。住友共同浴

場での大きな赤字が発生しているにもかかわらず、
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料金の値上げも検討していないという中身だと思い

ます。そこについて市長はどう思うのだというとこ

ろだったと思うのですけれども、住友地区共同浴場

についてはこれまでも議論の中にあったかというふ

うに思いますが、ちょっと数字はっきりしませんけ

れども、お風呂のない住宅、そこに住まわれている

方々が100世帯ほどあるのではないのかなというふ

うに思って、ちょっと正確な数字ではないかもしれ

ませんけれども、そういった中で料金の値上げにつ

いてもなかなか……ちょっと表現あれですけれど

も、統制料金という、ちょっと記憶が定かでないの

で、あれなのですけれども、一定の基準といいます

か、それがございまして、その金額だったかという

ふうに思っております。赤字ではあっても、その赤

字の部分を全て上乗せするわけにいきませんけれど

も、料金の値上げについてもなかなか厳しいものも

ございまして現行の料金になっているのかなという

ふうに思っております。この住友共同浴場について

は、今後の存続にも関わることですから、また共同

浴場についてもお風呂がない世帯の方々をどうする

のかと、住宅の今後の方向性も含めて考えていかな

ければならないのではないのかなというふうに感じ

ております。ですので、今ここでどうするというこ

とは、申し上げれるものは持ち合わせてございませ

んけれども、これからも鋭意検討してまいりたいと

考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 利用していない市

民の声を聞いていないのに判断するのは、私は都合

がよ過ぎると思うのです。利用されていない方と利

用されている方の間に分断が起こる可能性もあると

私は思います。利用者にとっては、改革を示さなけ

れば反発は起こりません。利用していない市民に対

しても情報公開が十分にされなければ、当然反発は

起きない、都合よく事を荒立てていないようにも取

れます。このほかにも法的に議会に諮る必要のない

もの、規則や要綱の改定などについても内部協議だ

けで行っており、情報公開がないものも存在するの

ではないでしょうか。それら全て公開されたら、分

断を起こさないと言えるのかどうか、私は今後こう

いったところにもしっかりと目を向けていかなけれ

ばならないと考えております。本当に情報の公開の

徹底、政策決定過程の透明化に努め、合意形成でき

ていると、信頼の市政を実現しているという認識が

あるのか、市長にお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今厳しいご質問ございました

けれども、私がこれまで掲げているとおり、目標に

ついては着実に向かっていっているというふうに考

えております。情報公開についても住民の皆様方の

合意を追求すると、全ての合意ですとか、理解、納

得というのは全ての部分では完璧にはいかないもの

でありますけれども、そこを追い求めるといいます

か、最大限追い求めるという意味で私は取り組んで

まいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 木村議員。 

〇５番（木村恵君） 〔登壇〕 取り組んでいくと。

今定例会の会期中にも説明不足を指摘された事案が

２つほどありました。担当課の課長が委員会で申し

訳ありませんでしたと頭を下げられました。私は、

本来これはやはり市長がすべきことだったのではな

いかというふうに思っております。委員会での審査

終わっているので、これについて議論することはで

きませんが、私の思いだけ最後に述べさせていただ

いて質問を終わります。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時１５分 休 憩） 

                       

（午前１１時２５分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序７、１、物価高騰対策について、２、駅

前問題について、３、安心して暮らせるまちづくり

について、４、健康維持について、議席番号４番、

丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 議席番号４番、
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公明党、丸山勝正です。通告に従い、質問いたしま

すので、ご答弁のほどよろしくお願い申し上げます。 

 件名１、物価高騰対策について、項目の１、重点

支援地方交付金について、要旨の１です。政府が11

月28日閣議決定した今年度補正予算案は、昨日衆議

院を通過、公明党が訴えてきた重点支援地方交付金

の拡充が盛り込まれております。今回の重点支援地

方交付金の特徴は、推奨事業メニュー分として昨年

度の３倍以上となる総額２兆円が計上され、国が示

す推奨事業には食料品の物価高騰に対する特別加算

が追加され、特別枠4,000億円が市区町村の必須項目

となっております。地域によって求められる物価高

騰対策が異なりますが、当市では生活者支援として

オールあかびら！たすけ愛商品券１万円事業を推進

してきました。市内の事業者、店舗での利用に限定

されるたすけ愛商品券は、事業者支援の側面もあり

ます。国からは、市に対して年内の予算化を検討す

る旨連絡が来ていると思いますが、本年度重点支援

地方交付金の活用の方向性、進捗について伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 当市における重点支援地方交

付金の活用の方向性についてでございますが、重点

支援地方交付金の追加はエネルギー、食料品価格等

の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に対し、

地方公共団体が地域の実情に合わせて必要な支援を

きめ細やかに実施できるよう、国全体での追加額が

２兆円、そのうち食料品の物価高騰に対する特別加

算が4,000億円と閣議決定されております。生活者支

援といたしましては、食料品等の物価高騰に対する

低所得者や高齢者、子育て世帯への支援や消費下支

え等を通じた生活者支援などが推奨事業メニューに

盛り込まれております。事業者支援といたしまして

は、中小企業、小規模事業者の賃上げ環境整備や医

療、介護、保育施設、公衆浴場等に対する物価高騰

対策支援などが推奨事業メニューに盛り込まれてお

ります。現時点におきまして当市が活用できる限度

額の提示がなされていない状況でありますが、活用

する内容や方向性につきましてより効果的なものと

なるよう検討しているところであります。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 活用できる限度

額まだ提示されていない状況ということで、より効

果的なものになるよう検討しますということのご答

弁でした。よろしくお願い申し上げます。 

 次に、要旨の２に移ります。重点支援地方交付金

の柱の一つ、事業者支援の推奨事業メニューには中

小企業、小規模事業者の賃上げ環境整備が盛り込ま

れています。商工会議所のネットワークを生かした

密接な連携が重要と思われますが、事業者支援につ

いて市の見解を伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 商工労政観光課長。 

〇商工労政観光課長（三浦友嗣君） 重点支援地方

交付金の活用につきましては、エネルギー、食料品

価格等の物価高騰の影響を受けた生活者や事業者に

対し、地域の実情に合わせて必要な支援を実施でき

ることが掲げられております。議員ご指摘にありま

した商工会議所との連携などに努め、より効果的な

ものとなるよう検討してまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 改めて意見の交

換を図っていくということですので、よろしくお願

いいたします。 

 続きまして、要旨の３に移ります。重点支援地方

交付金は、市の実情に合った柔軟な運用とともに支

援の迅速性が求められております。進行スケジュー

ルについて伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 財政課長。 

〇財政課長（丸山貴志君） 重点支援地方交付金の

活用における支援のスケジュールの見解についてで

ございますが、支援の内容により実施までの準備期

間が異なってきますことから、一概に開始時期をお

示しすることはできませんが、国からも早期の事業

実施が求められておりますことから、支援の方向性

や内容が決まり次第、必要な予算を編成し、可能な

限り速やかに事業を実施してまいりたいと考えてお
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ります。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 ただいま可能な

限り速やかに事業を実施してまいりたいというご答

弁をいただきました。本年におきましては、６月に

たすけ愛商品券が市民のもとに届いたという状況も

あったと思いますので、できればもう少し早くお届

けできるような体制を取っていただけたらなという

ことを付け加えまして、この質問を終えたいと思い

ます。 

 次に、件名２、駅前問題について、駅前活性化に

向けた取組について、要旨の１です。本年６月に遊

技場ブロンディが閉店したことにより、交流センタ

ーみらいの西側駐車場について管理の都合上、冬期

間は利用できない旨、広報あかびら12月号に掲載さ

れておりますが、冬期間の除排雪や照明の維持等、

管理状況について伺いたいと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 建設課長。 

〇建設課長（清水亘君） ただいまご質問の交流セ

ンターみらい横の西側駐車場の冬期間の除排雪等の

管理状況についてでございますが、現在当該駐車場

は公共駐車場としては位置づけられておらず、交流

センターみらいの利用者には東側駐車場をご利用い

ただくよう12月広報を通じて周知しているところで

あります。一方、西側駐車場の前面には市道泉町通

が隣接しており、冬期間の道路除雪作業において道

路敷地内での堆雪が困難であることから、駐車場管

理者との協議の上、当該駐車場を雪の堆積場として

使用することについて書面により承諾いただいたと

ころでございます。このようなことから、今年の冬

は駐車場としてだけではなく、堆雪場として建設課

において使用することとしております。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 今の答弁で書面

によって承諾をいただいて、今年は冬の堆積場とし

て使うということのお話合いができているというこ

とで理解いたしました。交流センターみらいの利用

者の方に今後も丁寧な周知が必要かなと考えますの

で、そこにつきましてもお願いしたいところでござ

います。 

 続きまして、要旨の２に移ります。11月開催され

た議会報告会にあかびら共生ネットワークの代表に

ご参加いただき、意見交換をした際、民間の総合相

談窓口の拠点としてブロンディの建物の活用を要望

しており、近く市と商工会議所を交えて協議を予定

していると伺いましたが、その協議の進捗について

伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 市民団体のあかびら共

生ネットワークからの要望についてでございます

が、まだ市に対してご要望いただくという段階では

ございません。あかびら共生ネットワークからは、

今後のパチンコ店跡地の活用について市民の意見を

集め、市や商工会議所も入っていただき、検討会を

12月８日に開催したい旨のご案内をいただきまし

て、市から私のほうが会議に参加してまいりました。

市のほうからは、現在までの取組状況といたしまし

て、これまで数回の市関係課長が集まり、打合せ会

議を行い、その後商工会議所とも駅前対策打合せ会

議を行ってきた経緯をご説明いたしました。また、

打合せの中では、短期的な視点で駅前の一番立地の

よい商業拠点であることから、商業店舗の誘致が望

ましいという意見や長期的な視点として駅前再開発

について行政や商工会議所のみならず、商業者や関

係団体を含めた協議体を構築したいとのご意見があ

ったこと、加えて市の財政状況が依然として厳しい

こともご理解いただいたところでございます。この

ことも踏まえまして、検討会においては今後も市民

の声を集めながら活用の方策案の検討を進めていき

たいとのことでありますので、貴重なご意見にさせ

ていただきたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 先ほどの同僚議

員の質問にもありましたので、ここの共生ネットワ

ークさんとのやり取りにつきましては私どものほう
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で議会報告会でそのようなお話を頂戴したというこ

とで確認をさせていただいたところでございます。 

そうしまして、要旨の３につきましては今回取り下

げさせていただきます。 

 件名の３に移ります。安心して暮らせるまちづく

りについて、居住環境の整備についてです。要旨の

１、住宅セーフティーネット法は、正式名称を住宅

確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関す

る法律で、平成19年、2007年に制定、本年10月１日

改正となりました。高齢者や低所得者など、住宅の

確保が困難な方々が安心して賃貸住宅に入居できる

ようにするための施策を進め、誰もが安心して暮ら

せる社会を実現することを目的とした法律です。住

宅施策と福祉施策の連携した地域の居住支援体制が

求められる中、近隣の沼田町では家庭の配電盤内に

取り付けた電力センサーにより高齢者の生活状況の

変化が分かる見守りシステムを６年前より先駆けて

導入し、データ分析により認知症の早期発見にもつ

ながったケースもあったとの新聞報道がありまし

た。こうした見守りシステムの導入について市の考

えを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 介護健康推進課長。 

〇介護健康推進課長（千葉睦君） 見守りシステム

の導入についてでございますが、当市の高齢者の見

守りとしましては町内会、民生委員等の日常の見守

りのほか、コープさっぽろや郵便局、新聞販売所等

と結んだ連携協定の見守り、モバイル型緊急通報シ

ステムの貸出しなどを行っております。議員がおっ

しゃる沼田町で導入している見守りシステムです

が、高齢者に異変があったときに通知が行くだけで

なく、家電ごとの電力使用データから生活習慣の変

化を把握し、食欲減退や不眠、認知症などの前兆を

早期に察知することを目的としているところが特徴

的であると感じています。10年以上前になりますが、

当市においても課内部でＩＣＴを活用した見守りに

ついて検討したことがありましたが、そのときは高

齢者の方がシステムを操作することの難しさやご負

担、機器の購入や更新、Ｗi―Ｆiなどシステムを使

用するに当たっての経費、システムに対応する職員

側の体制が不十分などの理由で導入には至りません

でした。以上のような経過はございましたが、議員

ご提案のことも含め、今後研究してまいりたいと考

えております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 ぜひ今後研究し

ていただきたいなというふうに申し添えまして、こ

の質問を終えます。 

 要旨の２に移ります。改正法では、居住支援協議

会の設置が努力義務化されています。協議会の設置

は、検討されていらっしゃいますでしょうか。住宅

部局と福祉部局の連携強化について市の考えを伺い

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（高橋脩君） 居住環境の整備及び

住宅と福祉の連携強化についてでございますが、議

員ご指摘のとおり改正住宅セーフティーネット法が

施行され、国として高齢者や生活困窮者など支援が

必要な方々への居住支援体制の整備を重視している

ものと認識してございます。 

 さて、本市における要配慮者の住居確保の現状に

ついて申し上げますと、現在当課社会福祉課と建設

課が連携し、公営住宅などの行政が管理する住宅の

活用を通じて必要な方々へ適切に対応させていただ

いているところでございます。現時点では、住居の

確保に関して切迫した需要は見込まれておりません

が、将来的な高齢化の進展や民間賃貸住宅の活用ニ

ーズを鑑みますと、現在の行政内の連携にとどまら

ず、不動産業者や社会福祉協議会などの外部専門機

関の協力を得た支援体制も必要であると認識してお

ります。 

 以上のことから、現時点では早急に居住支援協議

会を設置する状況には至らないと判断してございま

すけれども、地域の実情を見極めながら本市に即し

た住居確保につきまして引き続き取組を進めてまい

りたいと考えております。 

 以上です。 
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〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 居住支援協議会

の設置ということに関しては、まだ至らないという

状況で、本市に即した住居確保に努めたいというこ

とだと思いますので、今後こちらのほうも研究して

いただきたいなというふうに考えます。 

 要旨の３に移ります。単身高齢者が多い当市にと

って、高齢者が地域で安心して暮らし続けるための

居住サポートは最重要課題です。住宅供給の安定だ

けでなく、福祉、医療、地域コミュニティが連携し、

住みやすさを向上させることにより、人口減少のス

ピードにブレーキをかける有効な手段ともなりま

す。改正法は、直接的な人口増加策ではありません

が、市内に多数存在する空き家を高齢者が安心して

住める住宅へと転換し、市民の定住促進を図り、市

外から特定の要配慮者、高齢者ですとか子育て世帯

などの流入を促す側面も考えられます。法改正によ

る居住サポート住宅は、従来の住宅供給促進の仕組

みに見守り、生活支援の義務化という福祉連携の要

素を組み込んだより積極的な居住支援の仕組みで

す。今後の取組について市長の考えをお伺いしたい

と思います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 法改正による居住サポート住

宅についてでございますが、単身高齢者の増加に対

応する住居と生活支援の一体的なセーフティーネッ

トの強化は重要であると認識しております。本市に

おいては、福祉部門と住宅部門が連携し、空き公営

住宅の活用を通じて要配慮者への住居確保に対応し

ていることから、国の法律が想定するものと同等の

役割を果たしていると考えております。また、議員

ご指摘の生活支援の義務化につきましては、特にＩ

ＣＴ通信機器による常時の安否確認は現時点では実

施しておりませんが、有効な手段の一つであると認

識しております。こうした中、本市においては地域

包括支援センター、社会福祉課といった関係課と町

内会、民生委員、社会福祉協議会などが連携し、訪

問による安否確認、見守り、福祉サービスへとつな

いでいるところであります。以上のような状況でご

ざいますが、議員ご提案のことも含め、今後研究し

てまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 今回居住サポー

ト住宅という新たな枠組みが創設されたということ

なのです。今回これに関しまして国の補助金として

大きく分けて２つありまして、改修費の補助、また

２つ目として入居者負担の軽減と、これは家賃です

とかなのですけれども、２種類が用意されているよ

うですので、ぜひ研究していただきたいなと思いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） ちょっとストップしてくだ

さい。 

 暫時休憩いたします。 

（午前１１時４６分 休 憩） 

（※地震発生のため） 

                       

（午前１１時４８分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 では、件名４、

健康維持について、項目１、冬のウォーキングコー

スについて、要旨の１です。健康維持のため、ウォ

ーキングに励む赤平市民の方をお見かけしますが、

下半期は熊出没の懸念で控えざるを得ない状況もあ

りました。冬本番となりましたが、冬道は路面が凍

結し、転倒のおそれもあります。市民の方から総合

体育館はウォーキングに使えないのとの問合せがあ

り、確認したところ、アリーナ２階の周回は１周163

メーターあり、体育館利用者の方で活用している方

もいますが、ウォーキングコースとしての利用は少

ないとのこと、総合体育館の利用促進にもつながり

ますので、広く市民の方に屋内でのウォーキングで

きる場所として知っていただければと思います。ア

リーナ２階の周回コースの周知について市の考えを

伺います。 
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〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 総合体育館につきまして

は、市民の心身の健全な発達とスポーツ活動の普及

及び推進を図るための施設であり、ランニングスペ

ースにおいてウォーキングを行うことが可能であり

ます。天候に左右されず、安全に体力づくりができ

ることから、日頃の健康維持にご活用いただけるよ

う広報などを通じ広く周知してまいります。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 ありがたいこと

に通告の後に市のホームページですとかラインで既

に取り上げていただきまして、ありがとうございま

す。その中で今回利用時間、利用料金、回数券です

とか定期券もあるのですね、附帯施設等、また注意

事項もあれば確認させていただければと思います。 

〇議長（伊藤新一君） 社会教育課長。 

〇社会教育課長（伊藤茂樹君） 利用時間につきま

しては、午前が９時から12時まで、午後が13時から

17時まで、夜間は18時から21時までとなっておりま

す。 

 利用料金につきましては、ほかのスポーツでご利

用いただく場合と同様に各時間帯ごとに一般、大学

生が100円、高校生が70円、小中学生が50円となって

おりますが、市内にお住まいの小中学生につきまし

ては施設利用者証の提示により無料となります。ま

た、12枚つづりの回数券は、一般、大学生が1,000

円、高校生が700円、小中学生が500円となっており

ます。さらに、３か月間有効の定期使用券もあり、

一般、大学生が1,200円、高校生が840円、小中学生

は600円となっております。 

 附帯施設につきましては、シャワー設備及び休憩

室をご利用いただくことができます。 

 最後に、留意事項となりますが、ご利用の際には

運動靴が必要です。また、アリーナが専用使用され

ている場合につきましては、ランニングスペースを

お使いいただけない場合がございますので、利用が

可能かどうか不明な場合につきましては事前に総合

体育館までお問合せいただければと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 ありがとうござ

います。私も早速３か月有効の定期券1,200円のを買

いまして、昨日は20周、おとといは85周、もう既に

活用させていただいております。ありがとうござい

ます。しっかり冬場の健康増進の場所として利用し

ていただければありがたいですし、また私も利用し

たいなというふうに思っております。 

 続きまして、要旨の２に移ります。冬期に転倒リ

スクの少ない屋内コースを提供することは、ウォー

キングを通して新たなコミュニティづくりにもつな

がります。平岸コミセン体育館内に仮設のウォーキ

ングコースを設定するなど、既存の施設の有効活用

も検討してみてはどうかと思いますが、市の考えを

伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 平岸コミュニティセンタ

ーの体育室の利用につきましては、５名以上の団体

のみが利用できることとなっており、ウォーキング

のために活用することは難しいものと考えておりま

す。今後につきましては、総合体育館における利用

を促進するとともに、利用状況について注視してま

いりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 丸山議員。 

〇４番（丸山勝正君） 〔登壇〕 平岸コミセンの

利用につきましては、状況分かりましたので、今回

の総合体育館での利用促進につきましてぜひ周知徹

底していただければなというふうに思っておりま

す。 

 最後に、一言申し添えたいなということで一言申

します。先月東京法政大学で行われた地方議会サミ

ットに諸派３名が代表し、参加いたしました。そこ

で学んだことは、ＴＴＰという奥義があるのですけ

れども、ＴＴＰという奥義もさることながら、三重

県知事であった北川先生が行財政改革を進めるため

に力の75％を対話に注力されたということでござい

ました。対話、コミュニケーションが不足している



 －96－ 

のではないか、コミュニケーションこそが、対話こ

そが今の市政を一歩も二歩も進めていくための鍵で

はないのかなということを申し添えまして、私の全

ての質問を終えさせていただきます。ありがとうご

ざいました。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午前１１時５５分 休 憩） 

                       

（午後 １時００分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 質問順序８、１、住みやすいまちづくりについて、

２、友好都市との交流について、３、教育行政につ

いて、議席番号６番、竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 議席番号６番、

竹村恵一、通告に基づきまして、質問させていただ

きます。 

 件名１、住みやすいまちづくりについて。今年度

は、私の質問のテーマは住みやすいまちづくりとし

て、どのようなことが必要かに着目した質問を多く

ピックアップしてきました。今回も住民懇談会や議

会報告会の意見交換会などで市民の様々な声を聞い

た中、私が住みやすいまちに必要だと思う点を質問

に取り上げさせていただきました。 

 項目の１、障がい者支援の充実についてお聞きい

たします。まず、共生社会とは、言うまでもありま

せんが、障がい者が地域の中で人格と個性を尊重さ

れ、障がいの有無にかかわらず、互いに支え合い、

安心して充実した生活を送ることができる社会と言

われ、実現に向け対応していくことで障がい者支援

へつながっていくと思われます。 

 そこで、要旨ですが、市政執行方針で障がい者支

援の充実に共生社会の実現に向け取組を進めるとあ

ります。市長がおっしゃる共生社会の実現への基と

なるであろう第４次障がい者基本計画、第７期障が

い福祉計画、第３期障がい児福祉計画は、昨年の令

和６年から運用されていると思います。そこに掲げ

られている将来ビジョン、誰もが地域、暮らし、生

きがいを共につくり、高め合うことができる共生社

会にどれぐらい近づいたのかを伺いたいと思いま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 社会福祉課長。 

〇社会福祉課長（高橋脩君） 私のほうからお答え

をさせていただきたいと思います。 

 障がい者支援の充実についてでございますが、議

員ご指摘の将来ビジョンは本市障がい者支援の根幹

であると考えております。現在支援の必要に応じた

サービスが必要な方々へ法令に基づき適時適切に提

供できており、その目標達成に向け、計画に沿って

適切かつ着実に進捗しているものと認識しておりま

す。特に支援が必要な方々への個別支援につきまし

ては、サービス利用に関する目標達成度や利用者の

充足度といった指標に基づき計画は着実に進捗して

おり、支援は必要な方へ確実に行き届いているもの

と判断しております。こうした状況を踏まえ、将来

ビジョンである共生社会の実現に着実に近づいてい

るものと認識しております。その上で共生社会の実

現は、絶えず変化する地域ニーズに対応し、継続的

な取組を要するものでございます。このため、令和

８年度は計画の中間見直しの年に当たりますことか

ら、策定委員会や自立支援協議会の委員の皆様から

共生社会実現に向けた課題や地域ニーズに関するご

意見を伺い、サービス提供体制のさらなる強化と目

標値の再設定を行い、より実効性の高い計画となる

よう引き続き障がい者支援の充実に努めてまいりた

いと考えております。 

 以上です。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 計画に沿って適

切かつ着実に進捗していると、個別支援については

指標に基づき計画は着実に進捗し、必要な方へ確実

に行き届いているものと判断している、そして共生

社会の実現に近づいているものと認識という答弁を

されております。それだけ掲げた計画が順調に進め

てこられているのは、本当によいことだというふう

に感じるところではございますが、そこで市長にご
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提案ですが、赤平は障がいを抱えながらも働くこと

ができる企業があります。また、障がいで困ったと

きに支えてもらえる病院もあります。そういう点に

おいて障がいを抱えた方が住みやすい、働きやすい、

そんなまちづくりに力を入れてはいかがかというふ

うに思います。まちづくりの一つの提案として市長

のお考えをお聞きいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 障がいを抱えた方が住みよい、

働きやすいまちづくりについてでございますが、議

員ご指摘のとおり障がい者の働く場、そして必要な

ときに支えてもらえる医療機関が本市に存在するこ

とは支援を進める上でも重要であると認識しており

ます。本市におきましても第４次障がい者基本計画

において保健、医療体制の確保、充実や自立と社会

参加を促す就労支援という項目を基本施策の中に位

置づけたところであります。このことからも本計画

を着実に進めていくことが議員ご提案のまちづくり

につながるものと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいま答弁を

いただきましたが、一般的に言うまちづくりとして

今ある計画を進めるという、そこは理解いたします。

しかし、それが私が提案のまちづくりにつながると

いうことで市長は考えているのでしょうか。私は、

障がいを抱えた方が住みやすい、働きやすい、そん

なまちづくりに力を入れてはいかがかというふうに

聞いております。数ある計画を平等に進めたまちづ

くりではなく、赤平として特化した他市とは違った

まちづくりをしてはという意味で投げかけたつもり

でした。昨日の質問でも市としての知名度や認知度

に力を入れてはという質問もありましたとおり、や

はりまちづくりとしての特化したもの、他市とは違

ったものというのを思って質問をされたのだという

ふうに感じるので、今の質問で私の思いや言葉が足

りず、市長に伝わらなかったかもしれませんけれど

も、私は赤平として特化した他市とは違う差別化し

たまちづくりとしての提案をしたつもりです。市長

は、常々人口減についての発言で近場で取り合うの

はいかがかというふうにおっしゃります。では、実

際はどうでしょうか。当市からよそへ移動している

人がいて、人口は減っているという場面もあるので

はないでしょうか。他市との差別化をした何か政策

を出したとき、それを選択するのは相手側、行政と

して人口を取り合うということにはならないという

ふうに私は思います。ですから、何か赤平として特

化した政策を打ち出す、他市にはない赤平独自の差

別化したまちづくりとしての政策を打ち出す、そん

な提案を私はここでしたつもりです。市長、もう一

度、働きやすい、住みやすい、障がいを抱えた人が

そんなまちになるようまちづくりに力を入れてはと

いう私の質問に対して市長の考えを聞きたいという

ふうに思います。 

〇議長（伊藤新一君） 暫時休憩といたします。 

（午後 １時１０分 休 憩） 

                       

（午後 １時１６分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今ご質問ありましたけれども、

障がいを抱えた方々が赤平市の独特の財産を、他市

とは違ったものをということで差別化したもの、当

市から転出されている方も、転出超過のまちでござ

いますから、厳しい現状ございますけれども、赤平

独自に特化したもの、それも障がい者福祉施策につ

いてということでございましたけれども、今新たな

ものをこの場でというのはなかなか難しいものござ

いますけれども、計画にのっとって、計画にある本

質は変えずに、その中で考え得れるものをこれから

も担当課も含めて検討してまいりたいと考えており

ます。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 答弁に時間を取

らせてしまって申し訳ないと思いますが、私からま

ちづくりの一つの提案としてでしたので、そんなに
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時間がかかると思わず、市長の考えを聞きました。

いつもどおり議員のご提案も含めて研究させてもら

いますって簡単に答えてくるのかなと思ったのです

けれども、そうではなかったので、ちょっとありが

たく答弁を聞きましたけれども、そういう企業もあ

り、そういう病院もある、そういうまちなのですか

ら、ぜひ障がいを持った方たちに優しいまちだと思

われて、そういうふうなまちづくりをすることによ

って人口減に少しでも歯止めがかかればというふう

に思って提案をさせていただきました。計画自体は、

令和８年は計画の中間の見直しということで先ほど

課長答弁にもありましたので、今後関係する皆さん

と意見を出し合い、その中で先ほど私からも提案し

たことも含めて検討していただき、今後も支援の充

実に努めていただきたいというふうに思いますの

で、それをお願いしてこの質問は終わりたいという

ふうに思います。 

 次に、項目の２、商業の振興についてお聞きいた

します。商業の振興の質問は、今までも何度も出て

きておりますし、昨日も本日も質問で表現は多少違

いますが、されてきております。また、市民アンケ

ートや市民からも商業の振興についていろいろ聞か

れてきている事項ではないでしょうか。それだけ多

くの方々が気に留めている事項の表れだというふう

に私は思っております。しかしながら、一向に目に

見える改善がされず、逆にマイナスの方向へ進んで

はいないかと危惧しております。これは、時間がた

てばたつほど状況が悪くなっていくというふうに感

じざるを得ないのですけれども、そこで要旨の１で

す。明るい魅力ある商店街づくり、今年度の執行方

針の商業の振興はこうやって始まっております。様

々な支援を継続し、対応していますが、現在は市内

中心市街の店舗が閉店、撤退、廃業ということにな

っていて地域商業が全く守られておりません。この

ような現状を見たとき、今後の商業振興についての

お考えを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 今後の商業振興についての考

えでございますが、市内中心街の店舗が閉店等によ

り地域商業が衰退している現状には危機感を持って

おります。現在起業支援事業や店舗整備魅力向上事

業、チャレンジ・アレンジ産業振興奨励事業といっ

た支援を実施しております。また、赤平産業フェス

ティバルの開催や情報発信基地ＡＫＡＢＩＲＡベー

スでの特産品販売、さっぽろオータムフェストやな

かそらち大収穫祭といったイベントにも積極的に参

加し、特産品のＰＲに努めてまいりました。今後に

おいてもこれらの支援やＰＲ活動により地域商業の

魅力を発信し、交流人口の増加につなげ、市内中心

街に訪れたくなるよう魅力ある商店街づくりにつな

げてまいりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいまの答弁

で現在の支援についてと様々なイベントへの積極的

参加と、そこでのＰＲに努めるということでおっし

ゃりました。それを否定するものではありませんし、

むしろ各担当課のご努力は感じておりますし、評価

できるものだというふうに思います。しかし、市長、

今までと同じことを繰り返しても現状はどうでしょ

うか。地域商業が衰退し、現状に危機感を持たれて

いるならば、何かしら新たな手段が必要なのではな

いかというふうに考えます。本日の前者の商業振興

の後継者問題の質問の答弁で、新年度で事業承継支

援補助金の創設で後継者問題への支援を考えていた

だいているようですが、このまま中心市街地の店舗

が減って商業が衰退し続けると、主に商業者の方々

で組織している赤平市街街路灯管理組合で維持して

くれている街場の街路灯の維持が困難になるとも聞

こえています。そうなってしまっては、本当に街が

暗くなり、手後れを迎えます。ぜひ商店街や個人経

営店を守り、街の明かりを維持していただきたいと

いうふうに思います。このことについては、再質問

はいたしませんが、商業の振興について１点要望い

たします。赤平市内の店舗で利用できる地域通貨の

利用の検討をお願いしたいと思います。地域通貨は、

近年地域経済の活性化に寄与していると先日テレビ
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放映で目にしました。また、地域通貨は、健康福祉

や環境貢献の施策にもつながるそうです。商業分野

担当が考える項目ではないかもしれませんが、商業

振興発展につながると思いますので、ぜひ各課横の

連携を持って前向きに検討いただけることを要望し

て、この質問は終わります。 

 件名２、友好都市との交流について、項目の１、

加賀市との今後の交流についてお聞きいたします。

当市は、1895年、石川県動橋村、現在の加賀市から

47戸の団体が入植したのが始まりで、入植から130

年、今に至っております。その縁で1995年に友好都

市の協定を締結し、以降お互いの交流が続いてきま

した。しかし、ご存じのとおり、2005年、当市の財

政難をきっかけに交流事業を休止していました。こ

の判断は、誰も悪くはありませんし、致し方ないも

のと私も思っておりますが、2018年、平成30年、交

流事業再開へ向けて当市から加賀市へ訪問団を派遣

した経緯があります。市長、当時市長も企画課長と

して同行をしていったというふうに記憶しておりま

すが、そこで要旨ですが、2018年の再開へ向けた訪

問からコロナで期間が空きましたが、友好都市提携

30周年事業が両市の関係者の方々のご尽力により無

事今年実施されました。本当に関係者の方々に感謝

いたします。20年ぶりの相互の交流となり、当時を

知る方々にとっては万感の思いではなかったのでは

ないでしょうか。20年ぶりにともされたこの交流の

灯を、2018年再開へ向けた訪問団にも参加していた

市長は今後どのような状況で続けていくお考えなの

かを聞きたいと思います。市長、鉄は熱いうちに打

てということわざもありますので、あえて終えたば

かりの今定例会で市長の考えをお聞きいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 市長。 

〇市長（畠山渉君） 友好都市加賀市との交流につ

いてでございますが、平成７年の友好都市提携から

本年で30年という節目を迎えるに当たり、記念事業

の一環として約20年ぶりに相互訪問による交流事業

を実施いたしました。本年８月29日から31日にかけ

ては、本市から私と市議会議長をはじめとする18名

が加賀市を訪問し、記念式典及び祝賀会への出席の

ほか、加賀市の伝統行事である奇祭ぐず焼きまつり

にも参加し、現地の皆様との親睦を深めてまいりま

した。また、広報12月号にも掲載しておりますとお

り、11月17日から19日には加賀市より市長、市議会

議長をはじめとする16名の皆様が本市を訪問され、

歓迎交流会や市内企業の視察等を通じて両市の絆を

一層深める機会となりました。加賀市の皆様におか

れましても久方ぶりの赤平訪問ということで、再開

を心から喜ばれ、懐かしさと温かみのある交流のひ

とときをお過ごしいただけたものと感じておりま

す。今後におきましては、こうした訪問交流を継続

するとともに、次代を担う青少年の育成をはじめ、

教育、文化分野での交流、さらには特産品を通じた

産業交流や企業間の経済交流など多方面にわたる持

続可能な連携を図りながら、両市の友好関係が末永

く続いていくよう努めてまいりたいと考えておりま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 答弁的には、後

段の今後というところから答弁だというふうに思い

ますけれども、鉄は熱いうちに打てとは物事は機を

逃さず、適切なタイミングで実行すべきという意味

だということは市長もご存じだというふうに思いま

す。人のやる気や関心が高まっているうちに、すぐ

に実行することが大切であるという意味でもあるそ

うです。 

 そこで、あえて何点か再質問します。次代を担う

青少年の育成、教育、文化分野での交流とは、現在

どういったことを考えているのかお聞きいたしま

す。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 次代を担う青少年分野

での交流についてでございますが、本市と加賀市の

友好関係を将来にわたって継承していくためには次

代を担う青少年の交流が極めて重要な意味を持つも

のと認識しております。今後につきましては、関係

者との調整を図りながらということにはなります
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が、オンラインなどを活用し、両市の文化や歴史、

暮らしについて相互に学び合う機会を設けてまいり

たいと考えております。そして、こうした学びを積

み重ねながら、実際にお互いのまちを訪問し合う交

流事業へと発展させていきたいと考えております。

また、加賀市は、青少年教育において先進的な取組

を行っており、その実践は全国的にも注目されてお

ります。その優れた取組に触れることは、大変意義

深いものと認識しております。こういった取組を進

め、友好都市の絆を次の世代へとつないでいくため、

赤平市・加賀市友好委員会などと連携し、持続可能

な形で展開していくことを目指してまいりたいと考

えております。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 加賀市の青少年

教育が先進的なのは、私も存じておりますし、市長

もそれに関する本をお持ちであったというふうに思

います。ぜひそのような取組を学んでほしいという

ふうに思います。 

 同じくして答弁の中にある特産品を通じた産業交

流、企業間の経済交流などの多方面の持続可能な連

携とありましたが、これは現時点でどういったこと

を考えているのかお聞きいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 企画課長。 

〇企画課長（成田博之君） 特産品を通じた産業交

流や企業間の経済交流についてでございますが、お

互いのまちの特性を生かした取組にしてまいりたい

と考えております。まず、特産品を通じた産業交流

につきましては、互いのまちの魅力ある特産品を物

産展や地域イベント、さらには販売店などを通じて

紹介し合うことで地域の魅力を広く発信し、観光振

興や地域経済の活性化につながるよう活動してまい

りたいと思います。また、企業間の経済交流につき

ましては、両市の企業が互いの技術や資源を生かし

合い、新たな連携の可能性を探る機会を創出してま

いりたいと考えております。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 先ほどの市長答

弁にもありましたとおり、訪問交流を継続、両市の

友好関係が末永く続いていくよう努めるというふう

に答弁されております。ただいま答弁をいただいた

再質問や再々質問の内容が今後さらに充実されてい

くことを期待しながら、これ以上の再質問はいたし

ませんが、１点要望いたします。動橋の親交のある

若年層の方の話では、同年代の多くの人はなぜ北海

道へ訪問するのか、なぜ赤平というところへ行くの

かなど、友好関係を知らないという話を聞きます。

では、当市赤平ではどうでしょうか。ご承知のとお

り、調印30年、20年ぶりの交流で、当時を知る方々

は確実に減っているというふうに思います。答弁に

あったように、次代を担う青少年の育成、教育、文

化分野での交流で言われたとおり交流の歴史や教育

は今後必ず必要だというふうに感じます。それが歴

史が継承されていくことではないでしょうか。ぜひ

交流の継続や友好関係が末永く続いていくように努

めていただけるのであれば、次世代への歴史の継承

の教育に力を注いでいただくよう強く要望し、この

質問は終わります。 

 件名の３、教育行政について、項目１、通学路交

通安全プログラムについてお聞きいたします。かつ

て市内に数校ずつ小中学校があり、無数に広がって

いた通学路があったときと現在は状況も変化し、市

内には小中学校が１校ずつとなりました。それに伴

い、通学の模様も変化し、遠方はスクールバスまた

は公共バスの利用で学校近くまで来る子も増えてい

ますが、少なからず徒歩での通学する児童生徒はお

ります。 

 そこで、要旨１ですが、ホームページを見ると、

最新の通学路交通安全プログラムの更新は令和４年

の合同点検実施で終わっております。その後の変更

箇所や危険因子の発見などはないのか、あるが、合

同点検が実施されていないのかを伺います。 

〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員のおっしゃるとおり、

通学路交通安全プログラムに基づき、関係機関を集

め、合同点検等を行ったのは令和４年度が最後であ
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りまして、それ以降は行っていない状況であります。

合同点検に至るまでの流れといたしましては、毎年

小中学校教職員に常日頃から感じている通学路上の

危険箇所などを抽出していただき、関係機関を集め、

合同点検を行い、管轄の関係機関に改善等の申入れ

を行うこととしております。令和５年度以降実施し

ていないという点につきましては、小中学校から危

険箇所などの報告がないということであります。そ

の要因といたしましては、これまで継続的に合同点

検を行い、改善を求めてきた成果ということもあり

ますが、それ以外に小学校、中学校それぞれ１校体

制となり、多くの児童生徒がスクールバス、公共バ

スを利用することにより、学校と教育委員会が協議

の上、指定する通学路が大幅に減少したことが大き

な要因であると推察しているところであります。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 合同点検が定期

的ではなく、学校側から報告があって初めて実施さ

れるということについて少し私は驚きましたが、答

弁にあるように継続的に点検を行って改善されてき

た成果なのかもしれません。それと、小中学校の各

１校体制により、指定通学路が減少したことも要因

になっているという答弁のとおりだというふうに思

います。しかし、徒歩で通学する児童生徒は、現実

問題いるということになりますので、そこで要旨の

２の質問に入ります。この時期が一番感じますが、

日暮れが早く、日没16時過ぎになると真っ暗です。

天気によっては、もう少し早く暗くなりますが、特

に中学生の部活動終了時、17時30分過ぎには暗い中

を下校いたします。通学路の街灯が暗闇でどれくら

いの明るさか点検され、危険因子に含まれるべきだ

というふうに私は思いますが、考えをお伺いします。 

〇議長（伊藤新一君） 教育長。 

〇教育長（高橋雅明君） 議員のおっしゃるとおり、

この時期は部活動終了時の17時半には外は暗くなっ

ておりますが、その暗さを通学路の危険因子に含め

るべきではないかとのご質問かと思います。確かに

民家の明かりもなく、人通りの少ない暗い夜道は、

子供だけでなく、我々大人も怖い、不安など心理的

なものが働くと考えております。これが通学路の危

険因子に含まれるかどうかという点につきまして

は、なかなか判断をしかねるところではございます

が、ある意味防犯上の観点からの検討も必要ではな

いかと考えております。道路を照らす道路管理者が

設置する街路灯、町内会が設置する防犯灯、それぞ

れ維持管理の取扱いも異なるため、市教委の立場か

ら設置要望を進めるとは言えませんが、引き続き学

校等と協議しながら通学路の安全性確保を図ってま

いりますので、ご理解いただきますようよろしくお

願いいたします。 

〇議長（伊藤新一君） 竹村議員。 

〇６番（竹村恵一君） 〔登壇〕 ただいまいただ

いた答弁で暗い夜道が通学路の危険因子に含まれる

か判断しかねる、それは答弁の中にある心理的なも

のが働くと言っているのと少し食い違うところがあ

るというように感じます。実際に歩いてみたら、暗

闇での歩くことがどれだけ怖いか、不安要素だとい

うことが分かるというふうに思います。市長、教育

長、一度歩いてみてください。また、最近では熊の

出没が人の生活区域のあちこちで起こっていたり、

暗いというだけで怖さや不安は膨らむというふうに

思います。答弁にあるように、道路管理者が設置す

る街路灯、これは行政内でいうと建設課の所管、町

内会が管理している防犯灯、これは行政内でいうと

市民生活課の所管ではないでしょうか。そして、通

学路の安全性確保は学校教育課と、１つの課題の解

決には複数の課が関わることも考えられます。ぜひ

縦割り行政にこだわらず、横の横断的情報交換で、

例えばこのたびの通学路の課題であれば、学校教育

課がリードをして児童生徒、ひいては市民の安全確

保のために課の垣根を越え対応していただきたい。

昨日と本日の質問にもあった機構改革というのが進

むと、こういった横の横断的情報交換もされやすく

なるのではないでしょうか。そう思って前者の質問

を私は聞いておりました。特に子供たちに関わる安

全、安心についての課題ですから、通学路のこの暗
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闇の問題はぜひ早期に検討していただきたいと強く

要望いたしまして、私の全ての質問を終わりたいと

いうふうに思います。各質問に対しましてご答弁あ

りがとうございました。 

〇議長（伊藤新一君） 以上をもって、一般質問を

終了いたします。 

                       

〇議長（伊藤新一君） この際、ご報告いたします。 

 今野議員から12月11日の一般質問における発言に

ついて、会議規則第62条の規定により、議事録を読

まれる方に誤解を招くおそれがあるため、足のない

方と発言した部分を移動手段のない方に訂正したい

旨の申出がありました。議長において許可しました

ので、ご報告いたします。 

 暫時休憩といたします。 

（午後 １時４２分 休 憩） 

                       

（午後 １時５０分 再 開） 

〇議長（伊藤新一君） 休憩前に引き続き会議を開

きます。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第４ 議案第216号赤平

市特別職の給与に関する条例の一部改正について、

日程第５ 議案第217号赤平市職員の給与に関する

条例の一部改正について、日程第６ 議案第218号赤

平市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する

条例の一部改正について、日程第７ 議案第219号赤

平市コミュニティセンター条例の一部改正につい

て、日程第８ 議案第220号赤平市農業委員定数条例

の一部改正について、日程第９ 議案第221号赤平市

市営住宅条例の一部改正について、日程第10 議案

第222号公の施設の指定管理者の指定について（福栄

地区集会所外22施設）、日程第11 議案第223号公の

施設の指定管理者の指定について（赤平市保養セン

ター外３施設）、日程第12 議案第224号令和７年度

赤平市一般会計補正予算、日程第13 議案第225号令

和７年度赤平市国民健康保険特別会計補正予算、日

程第14 議案第226号令和７年度赤平市後期高齢者

医療特別会計補正予算、日程第15 議案第227号令和

７年度赤平市介護サービス事業特別会計補正予算、

日程第16 議案第228号令和７年度赤平市介護保険

特別会計補正予算、日程第17 議案第229号令和７年

度赤平市水道事業会計補正予算、日程第18 議案第

230号令和７年度赤平市病院事業会計補正予算、日程

第19 議案第231号令和７年度赤平市下水道事業会

計補正予算を一括議題といたします。 

 本案に関する委員長の報告を求めます。行政常任

委員会、渡部委員長。 

〇行政常任委員長（渡部修之君） 〔登壇〕 審査

報告を申し上げます。 

 令和７年12月９日に行政常任委員会に付託されま

した議案第216号から第231号までの16案件につい

て、多数意見者の署名を付して報告いたします。 

 審査の経過、令和７年12月10日、委員会を招集し

て審査いたしました。 

 審査の結果、全会一致をもって原案可決と決定し

た次第であります。 

 議案第224号令和７年度赤平市一般会計補正予算

（第３号）について委員会の意見を申し上げます。

債務負担行為補正のうち、町内会館等空調設備整備

事業について、設置場所及び設置台数に不透明な部

分がある。設置希望のなかった場所については、再

度確認していただきたい。また、年度途中で政策判

断を行い、政策予算を提案される場合は、市議会の

理解を得られるよう丁寧な説明に努めることを強く

望みます。 

 ご審議のほどよろしくお願いします。 

〇議長（伊藤新一君） これより、一括質疑に入り

ます。質疑ありませんか。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 討論なしと認めます。 
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 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、議案第216号から第231号について一括

採決をいたします。 

 本案に対する委員長報告は原案可決であります。 

 本案は、委員長報告どおり決することにご異議あ

りませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は委員長報告どおり決定されました。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第20 意見書案第27号

ガソリン暫定税率の廃止に伴う恒久的な代替財源の

確保を求める意見書、日程第21 意見書案第28号脳

脊髄液漏出症患者の救済を求める意見書を一括議題

といたします。 

 本案に関する提案理由の説明を求めます。 

（「説明省略」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 説明省略との声があります

ので、説明を省略いたします。 

 これより、一括質疑に入ります。質疑ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 質疑なしと認めます。 

 これをもって、質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。ただいま議題となっておりま

す意見書案第27号、第28号については、会議規則第

36条第３項の規定により、委員会の付託を省略いた

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、意見書案第27号、第28号については、委

員会の付託を省略することに決定いたしました。 

 これより、一括討論に入ります。討論ありません

か。 

（「なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） 討論なしと認めます。 

 これをもって、討論を終結いたします。 

 これより、意見書案第27号、第28号について一括

採決をいたします。 

 本案は、原案どおり決することにご異議ありませ

んか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、本案は原案どおり可決されました。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第22 請願、陳情に関

する閉会中審査の議決についてを議題といたしま

す。 

 お諮りいたします。閉会中において受理した請願、

陳情については、別紙配付のとおり常任委員会及び

議会運営委員会にそれぞれ付託いたしたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、閉会中受理した請願、陳情については、

常任委員会及び議会運営委員会に付託の上、審査す

ることに決定いたしました。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 日程第23 閉会中継続審査

の議決について。 

 各委員長から、委員会において審査中の事件につ

き会議規則第108条の規定により、閉会中継続審査の

申出があります。 

 お諮りいたします。各委員長から申出のとおり、

閉会中継続審査に付することにご異議ありません

か。 

（「異議なし」と言う者あり） 

〇議長（伊藤新一君） ご異議なしと認めます。 

 よって、各委員長から申出のとおり、閉会中継続

審査に付することに決定いたしました。 

                       

〇議長（伊藤新一君） 以上をもって、本日の日程

は全部終了いたしました。 

 これをもって、令和７年赤平市議会第４回定例会

を閉会いたします。 

（午後 ２時０１分 閉 会） 
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